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は　じ　め　に 

　「浦臼町新型インフルエンザ等対策行動計画」（以下「町行動計画」という。）は、新

型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」とい

う。）第８条の規定に基づき、感染症危機が発生した場合に、町民の生命及び健康を保護

し、町民生活・地域経済活動に及ぼす影響を最小にすることを目的に策定した計画であ

る。 

町では、これまでも、道において特措法第７条に基づき「北海道新型インフルエンザ

等対策行動計画」（以下「道行動計画」という。）を策定したことを受け、町としても平

成２６年１０月に町行動計画を策定するなど、新型インフルエンザ等に関する取り組み

を進めてきた。 

今般、国は、新型コロナへの対応で明らかになった課題や、これまでの関連する法改

正等も踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナ以外も含めた幅広い感染症による危機

に対応できる社会を目指すため、令和６年７月に「新型インフルエンザ等政府行動計

画」（平成２５年６月７日）（以下「政府行動計画」という。）を抜本的に改定したことを

受け、道は令和７年３月に「道行動計画」を改定した。 

　「町行動計画」においては、政府行動計画及び道行動計画との整合を図りつつ、新型

コロナ対応の経験・教訓及び学識経験者からの意見を踏まえて改定する。 

　今後は、次なる感染症危機は必ず到来するとの認識の下、今般作成した町行動計画に

基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有事には、感染症の特

徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実な対策を実施していく。 
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第１部　新型インフルエンザ等対策特別措置法と町行動計画 

第１章　新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等 

第１節　感染症危機を取り巻く状況 

近年、地球規模での開発の進展により、開発途上国等における都市化や人口密度の増

加、未知のウイルス等の宿主となっている動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知

の感染症との接点が増大している。さらに、グローバル化により各国との往来が飛躍的

に拡大しており、こうした未知の感染症が発生した場合には、時を置かずして世界中に

拡散するおそれも大きくなっている。 

これまでも重症急性呼吸器症候群（SARS）やジカウィルス感染症等の感染拡大が発

生し、さらには令和 2 年以降、新型コロナが世界的な大流行（パンデミック）を引き起

こすなど、新興感染症等は国際的な脅威となっている。引き続き世界が新興感染症等の

発生のおそれに直面していることや、感染症危機が広がりやすい状況に置かれているこ

とを改めて認識する必要がある。 

しかし、こうした新興感染症等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、

発生そのものを阻止することは不可能である。このため、平時から感染症危機に備え、

より万全な体制を整えることが重要である。 

また、パンデミックを引き起こす病原体として人獣共通感染症であるものも想定され

る。パンデミックを予防するためにも「ワンヘルス」の考え方により、ヒトの病気等に

着目するだけでなく、ヒト、動物及び環境の分野横断的な取り組みが求められる。これ

から分野横断的な課題に取り組むワンヘルス・アプローチの推進により、人獣共通感染

症に対応することも重要な観点である。 

このほか、既知の感染症であっても、特定の種類の抗微生物薬が効きにくくなる又は

効かなくなる薬剤耐性（AMR）を獲得することにより、将来的な感染拡大によるリスク

が増大するものもある。こうした AMR 対策の推進等、日頃からの着実な取り組みによ

り、将来的な感染拡大によるリスクを軽減していく観点も重要である。 

 

第２節　新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定 

　　新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイル

スの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ１０年から４

０年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得してい

ないため、パンデミックとなり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすこ

とが懸念されている。また、コロナウイルスのような既知の病原体であってもウイルス

の変異等によりほとんどの人が免疫を獲得していない新型のウイルスが出現すれば、パ

ンデミックになることが懸念される。さらに、未知の感染症である新感染症についても、

その感染性の高さから社会的影響の大きいものが発生する可能性がある。 

　　特措法は病原性が高い新型インフルエンザ等感染症、同様に危険性のある指定感染症

及び新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済

に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、地方公共団体、指定（地方）

公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生時における措置、まん延防止
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等重点措置、緊急事態措置等の特別の措置を定めたものであり、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症法」と

いう。）等と相まって、国全体としての万全の体制を整備し、新型インフルエンザ等対策

の強化を図るものである 

特措法の対象となる新型インフルエンザ等は、国民の大部分が現在その免疫を獲得し

ていないことなどから、全国的かつ急速にまん延し、かつ、病状の程度が重篤となるお

それがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある。 

これらの感染症が発生した場合には、町は、道及び国と連携して、国家の危機管理と 

　して対応する必要がある。 

 

 

 

第３節　町行動計画の作成 

特措法が制定される以前からも、我が国では、新型インフルエンザに係る対策に取り

組んでいた。平成１７年、国が「世界保健機関（WHO）世界インフルエンザ事前対策計

画」に準じて、「新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定したことを受け、道は、同

年１２月に「道行動計画」を策定するとともに、平成２１年の新型インフルエンザ（A/

Ｈ１Ｎ１）対応の経験を経て、国が新型インフルエンザ等対策行動計画を改定した事を

受け、道においても同様の改定を行った。さらに、新型インフルエンザ（A/Ｈ１Ｎ１）

対応の教訓を踏まえつつ、対策の実効性を高めるため、平成２４年４月に、特措法が制

定された。 

平成２５年６月、国が特措法第６条に基づき政府行動計画を策定し、道は、同年１０

月に特措法第７条に基づき道行動計画を策定した。 

本町は、平成２６年１０月、特措法第８条に基づき町行動計画を策定した。町行動計

画は政府行動計画及び道行動計画と整合性を保ちつつ、新型インフルエンザ等対策に総

合的な推進に関する事項、本町が実施すべき措置に関する事項、推進するための体制に

関する事項及び関係機関との連携に関する事項を記載する。 

なお、町行動計画は新型インフルエンザ等に関する最新の科学的知見や新型インフル

エンザ等対策の経験を通じた改善を踏まえて、定期的な検討を行い、適時適切に必要に

応じて見直しを行う。 

 

特措法の対象となる新型インフルエンザ等

新型インフルエンザ等感染症

指定感染症（当該疾病にかかった場合の症状の程度が重篤で
あり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの）

新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの）
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第 2 部　新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

第 1 章　新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な考え方等 

第 1 節　新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 

　病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、町民の生命

及び健康、町民生活及び地域経済活動にも大きな影響を与えかねない。新型インフルエ

ンザ等については、長期的には、町民の多くがり患するおそれがあるものであるが、患

者の発生が一定の期間に偏ってしまった場合は、医療提供体制のキャパシティを超えて

しまうことを念頭に置きつつ、新型インフルエンザ等対策を町の危機管理に関わる重要

な課題と位置付け、以下の２点を主たる目的として対策を講じていく必要がある。 

 

①　感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を保護 

・感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチン製造等

のための時間を確保する。 

・流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽減する

とともに、医療提供体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供体制のキャパシ

ティを超えないようにし、治療が必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。 

・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

 

②　町民生活及び地域経済活動に及ぼす影響の最小化 

・感染拡大防止と地域経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うこと　

により、町民生活及び地域経済活動への影響を軽減する。 

・町民生活及び地域経済の安定を確保する。 

・地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。 

・事業継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は町民生活及び地域経済

の安定に寄与する業務の維持に努める。 

 

第２節　新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 

新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対応していく

必要があることを念頭に置かなければならない。過去の新型インフルエンザや新型コロ

ナのパンデミックの経験等を踏まえると、特定の事例に偏重して準備を行うことは、大

きなリスクを背負うことになりかねない。町行動計画は、特定の感染症や過去の事例の

みを前提とするのではなく、新型インフルエンザや新型コロナ等以外の新たな呼吸器感

染症等が流行する可能性も想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、

様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものとしている。 

国においては、科学的知見及び各国の対策も踏まえ、我が国の地理的な条件、大都市

への人口集中、少子高齢化、交通機関の発達度等の社会状況、医療提供体制、受診行動

の特徴等の国民性も考慮しつつ、各種対策を総合的かつ効果的に組み合わせてバランス

のとれた戦略を目指し、その上で、新型インフルエンザ等の発生前から流行状況が収束

するまでの状況に応じて、次の点を柱とする一連の流れを持った戦略を確立することと
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している。 

道においては、国の基本的対処方針を受けて、道行動計画を基に新型インフルエンザ

等対策に係る政策決定を行うこととしており、本町においても、道の政策決定を踏まえ

つつ国、道及び近隣市町と相互に連携し、町行動計画を基に必要な新型インフルエンザ

等対策を行うこととする。 

 

 

 

【初動期の留意点】 

　新型インフルエンザ等に位置づけられる可能性がある感染症が海外で発生した場合は、

病原体の町内への侵入を完全に防ぐことは困難であるということを前提として対策を策

定することが必要である。海外で発生している段階で、町内の万全の体制を構築するため

には、国が行う検疫措置の強化等により、病原体の国内侵入や感染拡大のスピードをでき

る限り遅らせることが重要である。 

 

 
準
備
期
の
対
応

○　発生前の段階では、抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄、ワクチン接種体

制の整備、町における事業継続計画等の策定、町民に対する啓発、DX の推進や

人材育成、実践的な訓練の実施による対応体制の定期的な点検や改善など、新

型インフルエンザ等の発生に備えた事前の準備を周到に行っておくことが重要

である。

 初
動
期
の
対
応

○　新型インフルエンザ等が国内外で発生又はその疑いがある段階では、直ちに

初動対応の体制に切り替える。
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【対応期の留意点】 

　町民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエンザ等

への対策は、不要不急の外出の自粛要請、施設の使用制限等の要請、各事業者における業

務縮小等による接触機会の抑制等の医療対応以外の感染対策と、ワクチンや治療薬等を含

めた医療対応を組み合わせて総合的に行う事が必要である。 

　特に医療対応以外の感染対策については、社会全体で取り組むことにより効果が期待さ

れるものであり、全ての事業者が自発的に職場における感染予防に取り組むことはもとよ

り、感染拡大を防止する観点から、継続する重要業務を絞り込むなどの対策を実施するこ

とについて積極的に検討することが重要である。 

　事業者の従業員のり患等により、一定期間、事業者のサービス提供水準が相当程度低下

する可能性があることについて周知し、町民の理解を得るための呼びかけを行うことも必

要である。また、新型インフルエンザ等のまん延による医療提供体制の限界や社会混乱を

回避するためには、国、都道府県、市町村及び指定（地方）公共機関による対策だけでは

困難であり、事業者や町民一人一人が、感染予防や感染拡大防止のための適切な行動や備

蓄等の準備を行うことが必要である。新型インフルエンザ等対策は、日頃からの手洗いや

マスク着用等の咳エチケット等の季節性インフルエンザ等の呼吸器感染症に対する対策

が基本となる。特にワクチンや治療薬がない可能性が高い新興感染症等が発生した場合は、

公衆衛生対策がより重要である。 

 

対
応
期
の
対
応

○　国内や道内の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期では、患者の入院措

置や抗インフルエンザウイルス薬等による治療、感染リスクのある者の外出自

粛やその者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の検討、病原性に

応じて、不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限等を行い、感染拡大のス

ピードをできる限り抑えることを目的とした各般の対策を講ずる。 

 

○　国内や道内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期では、町

は、道、保健所、国、事業者等と相互に連携して、医療提供体制の確保や町民生

活及び地域経済の維持のために最大限の努力を行う必要があるが、社会の緊張

が高まり、変化する状況に対策が必ずしも適合しなくなることも含め様々な事

態が生じることが想定される。したがって、あらかじめ想定したとおりにいか

ないことが考えられ、社会の状況を把握し、状況に応じて臨機応変に対処して

いくことが求められる。 

 

○　ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期では、科学的知見の集積、検

査体制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化等に合

わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替える。 

 

○　最終的には、流行状況が収束し、特措法によらない基本的な感染症対策に移

行する時期を迎える。
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第 3 節　様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ 

１　有事のシナリオの考え方 

過去に流行した新型インフルエンザや新型コロナ等以外の呼吸器感染症も念頭に、

中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広く対応できるシナリオとする

ため、以下の①から④までの考え方を踏まえて、有事のシナリオを想定する。 

 

①　特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフルエンザや新

型コロナ等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性を想定しつつ、病原体の性

状に応じた対策等についても考慮する。 

 

②　病原体について限られた知見しか明らかになっていない発生初期には、感染拡大防

止を徹底し、流行状況の早期の収束を目標とする。 

 

③　科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の整備、ワ

クチンや治療薬の普及等の状況の変化や地域経済等の状況に合わせて、適切なタイミ

ングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを基本とする。 

 

④　病原体の変異による病原性や感染性の変化及びこれらに伴う感染拡大の繰り返しや

対策の長期化の場合も織り込んだ想定とする。 

 

また、有事のシナリオの想定にあたっては、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）のリスク評価の大括りの分類を設け、それぞれのケースにおける対応の典

型的な考え方を示す。その上で、柔軟な対応が可能となるよう、対策の切替えについ

ては第２部の「新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組」の部分で

具体的な対策内容の記載を行う。 

新型インフルエンザ等対策の各対策項目については、予防や準備等の事前準備の部

分（準備期）と、発生後の対応のための部分（初動期及び対応期）に大きく分けた構

成とする。 

 

２　感染症危機における有事のシナリオ（時期ごとの対応の大きな流れ） 

具体的には、前記１の有事のシナリオの考え方も踏まえ、感染症の特徴、感染症危

機の長期化、状況の変化等に応じて幅広く対応するため、初動期及び対応期を、対策

の柔軟かつ機動的な切替えに資するよう以下のように区分し、有事のシナリオを想定

する。時期ごとの対応の特徴も踏まえ、感染症危機対応を行う。 

 

○　初動期 

感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対策本部が

設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間、感染症の特徴や

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を明らかにしつつ、感染拡大のスピ
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ードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を行う時間を確保するため、新型イ

ンフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じて迅速かつ柔軟に対応する。 

 

対応期については、以下のＢからＤまでの時期に区分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○　対応期：封じ込めを念頭に対応する時期（Ｂ） 

政府対策本部及び北海道新型インフルエンザ等対策本部（以下「道対策本部」とい

う。）の設置後、国内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階では、病原体の性状

について限られた知見しか得られていない中で、諸外国における感染動向等も考慮し

つつ、まずは封じ込めを念頭に対応する。 

 

その後の感染拡大が進んだ時期については、対策の切替えの観点から、以下のよう

に区分する。 

 

○　対応期：病原体の性状等に応じて対応する時期（Ｃ－１） 

感染の封じ込めが困難な場合は、知見の集積により明らかになる病原体の性状等を

踏まえたリスク評価に基づき、感染拡大のスピードや潜伏期間等を考慮しつつ、確保

された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡大の波（スピードやピーク等）を抑

制するべく、感染拡大防止措置等を講ずることを検討する。 

 

○　対応期：ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期（Ｃ－２） 

ワクチンや治療薬の普及等により、新型インフルエンザ等への対応力が高まること

を踏まえて、科学的知見に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替える（ただし、病原

体の変異により対策を強化させる必要が生じる可能性も考慮する。） 

 

○　対応期：特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期（Ｄ） 

最終的に、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や

感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回るこ

とにより特措法によらない基本的な感染症対策（出口）に移行する。 

 

対　応　期

封じ込めを念頭に対応する時期（Ｂ）

病原体の性状等に応じて対応する時期（Ｃ－１）

ワクチンや治療薬により対応力が高まる時期（Ｃ－２）

特措法によらない基本的な感染対策に移行する時期（Ｄ）
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この初動期から対応期までの時期ごとの感染症危機対応の大きな流れに基づき、第

２部の「新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方等」の部分において、それ

ぞれの時期に必要となる対策の選択肢を定める。 

 

第４節　新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項 

町、国、道又は指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等の発生時やその準備段階

に、特措法その他の法令及びそれぞれの行動計画又は業務計画に基づき、相互に連携協

力し、新型インフルエンザ等対策の適確かつ迅速な実施に万全を期す。 

この場合において、以下の点に留意する。 

 

１　平時の備えの整理や拡充 

感染症危機への対応には平時からの体制づくりが重要である。このため、以下の取

組により、平時の備えの充実を進め、実践的な訓練により迅速な初動体制を確立する

ことを可能とするとともに、情報収集・共有、分析の基盤となる DX の推進等を行う。 

 

（１）　新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備の整理 

将来に必ず起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策を関係者

間で共有しながら、その実施のために必要となる準備を行う。 

 

（２）　迅速な初動の体制整備 

初動対応については、未知の感染症が発生した場合や新型インフルエンザ等が

道内で発生した場合も含め様々なシナリオを想定し初発の感染事例を探知した後、

速やかに初動対応に動き出せるように体制整備を進める。 

 

（３）　関係者や町民等への普及啓発と訓練等を通じた不断の点検や改善 

感染症危機は必ず起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に携わる関

係者や町民等に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備えをより万全なも

のとするために、多様なシナリオや実施主体による訓練の実施等を通じて、平時

の備えについて不断の点検や改善を行う。 

 

（４）　ワクチンやリスクコミュニケーション等の備え 

有事の際の速やかな対応が可能となるよう、ワクチン接種体制の構築やリスク

コミュニケーション等について平時からの取組を進める。 

 

（５）　国や道との連携等のためのＤＸの推進や人材育成等 

国や道との連携の円滑化等を図るため、ＤＸの推進や人材育成等の複数の対策

項目に共通する横断的な視点を念頭に取組を進める。 
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２　感染拡大防止と地域経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え 

対策にあたっては、バランスを踏まえた対策と適切な情報提供・共有により町民生

活及び地域経済活動への影響を軽減させるとともに、身体的、精神的及び社会的に健

康であることを確保することが重要である。このため、町は、国及び道と連携して、

以下の取組により、感染拡大防止と地域経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え

を円滑に行い、町民の生命及び健康の保護と町民生活及び地域経済活動に及ぼす影響

が最小となるよう対策を講ずる。 

 

（１）　状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替え 

町は、科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制

の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化や地域経済等の状況に合わせて、

適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを基本として対応

する。町は、必要な協力を行う。 

 

（２）　町民等の理解や協力を得るための情報提供・共有 

町、国及び道における新型インフルエンザ等対策にあたっては、町民等の理解

や協力が最も重要である。このため、平時から感染症や感染対策の基本的な知識

を、学校教育の現場をはじめ様々な場面を活用して普及し、こどもを含め様々な

年代の町民等の理解を深めるための分かりやすい情報提供・共有が必要である。

こうした取組を通じ、可能な限り科学的根拠に基づいた情報提供・共有により、

適切な判断や行動を促せるようにする。特にまん延防止等重点措置や緊急事態措

置等の強い行動制限を伴う対策を講ずる場合には、対策の影響を受ける町民等や

事業者の状況も踏まえ、対策の内容とその科学的根拠を分かりやすく発信し、説

明する。 

 

３　基本的人権の尊重 

町、国及び道は、新型インフルエンザ等対策の実施にあたり、基本的人権を尊重し、

特措法による要請や行動制限等の実施にあたって、町民の自由と権利に制限を加える

場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のもの

とする。新型インフルエンザ等対策の実施にあたって、法令の根拠があることを前提

として、リスクコミュニケーションの観点からも、町民等に対して十分説明し、理解

を得ることを基本とする。また、感染者やその家族、医療従事者等（福祉・介護従事

者等を含む。）に対する誹謗中傷等の新型インフルエンザ等についての偏見・差別は、

これらの方々への人権侵害であり、あってはならないものである。これらの偏見・差

別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。

また、新型インフルエンザ等に対応する医療従事者等の士気の維持の観点等からも、

防止すべき課題である。さらに、新型インフルエンザ等対策の実施にあたっては、よ

り影響を受けがちである社会的弱者への配慮に留意する。感染症危機にあたっても町

民の安心を確保し、新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り組む。 
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　４　危機管理としての特措法の性格 

特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて

様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフルエ

ンザ等が発生したとしても、病原性の程度や、ワクチンや治療薬等の対策が有効であ

ることなどにより、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を講ずる必要がないことも

あり得ると考えられ、どのような場合もこれらの措置を講ずるものではないことに留

意する。 

 

５　関係機関相互の連携協力の確保 

浦臼町新型インフルエンザ等対策本部（以下「町対策本部」という。）は、政府対策

本部及び道対策本部と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総

合的に推進する。町は、必要がある場合には、新型インフルエンザ等対策に関する総

合調整を行うよう道に要請する。道はその要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には

速やかに所要の総合調整を行う。 

 

６　高齢者施設や障がい者施設等の社会福祉施設等における対応 

感染症危機における高齢者施設や障がい者施設等の社会福祉施設等において必要と

なる対応について、平時から検討し、有事に備えた準備を行う。 

 

７　感染症危機下の災害対応 

町は、国及び道と連携し、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防

災備蓄等を進め、避難所施設の確保等を進めることや、道及び町において、自宅療養

者等の避難のための情報共有等の連携体制を整えることなどを進める。感染症危機下

で地震等の災害が発生した場合には、町は、国及び道と連携し、発生地域における状

況を適切に把握するとともに、町及び道は、必要に応じ、避難所における感染症対策

の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を速やかに行う。 

 

８　記録の作成や保存 

町は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、町対策本部における新型インフル

エンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、公表する。 

 

第５節　対策推進のための役割分担 

１　国の役割 

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策を

適確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する新型イン

フルエンザ等対策を適確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を

整備する責務を有する。 

また、国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画に基づき、準備期に

位置付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練
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等により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。 

国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定し、

対策を強力に推進する。その際、国民や事業者等の理解や協力を得て対策を行うため、

感染症や感染対策に関する基本的な情報の提供・共有を行う。 

 

２　地方公共団体の役割 

地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、国が決定した基本的対

処方針に基づき、自らの区域に係る新型インフルエンザ等対策を適確かつ迅速に実施

し、その区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進

する責務を有する。 

 

【道】 

道は、特措法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）に基づく措置の実施主体としての中心

的な役割を担っており、国が決定した基本的対処方針に基づき、地域における医療提供

体制の確保やまん延防止に関し適確な判断と対応が求められる。 

このため、平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医

療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結し、医療提供体制

を整備することや、民間検査機関又は医療機関と平時に検査等措置協定を締結し、検査

体制を構築するなど、医療提供体制、保健所、検査体制、宿泊療養等の対応能力につい

て、計画的に準備を行う。これにより、感染症有事の際には、迅速に体制を移行し、感

染症対策を実行する。 

 

【市町村】 

市町村は、住民に最も近い行政単位であり、住民に対するワクチンの接種や、住民の

生活支援、新型インフルエンザ等の発生時の要配慮者への支援に関し、国が決定した基

本的対処方針に基づき、適確に対策を実施することが求められる。対策の実施にあたっ

ては、道や近隣の市町村と緊密な連携を図る。 

 

３　医療機関の役割 

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、

新型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保のため、道と

医療措置協定の締結、院内感染対策の研修や訓練の実施、個人防護具をはじめとした

必要となる感染症対策物資等の確保等を推進することが求められる。また、新型イン

フルエンザ等の患者の診療体制を含めた業務継続計画の策定及び連携協議会等を活用

した地域の関係機関との連携を進めることが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保す

るため、医療機関は、医療措置協定に基づき、道からの要請に応じて、病床確保、発

熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。 
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　４　指定（地方）公共機関の役割 

指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、特措法に基づ

き、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。 

 

５　登録事業者の役割 

特措法第２８条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及　

び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の

発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果

たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における感染対策

の実施や重要業務の事業継続等の準備を積極的に行うことが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努める。 

 

６　一般の事業者の役割 

事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対

策を行うことが求められる。 

町民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエンザ

等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合も想

定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置の

徹底が求められるため、平時からマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄を行うように

努めるなど、対策を行う必要がある。 

 

７　町民の役割 

新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時

にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、平素からの健康管理に加

え、基本的な感染対策（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避け

る等）などの個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。また、新型インフルエ

ンザ等の発生時に備えて、個人レベルにおいてもマスクや消毒薬等の衛生用品、食料

品や生活必需品等の備蓄を行うよう努める。 

新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施されている対

策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施する

よう努める。 
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○　食料品（長期保存可能なもの）の例 

米、乾めん類（そば、そうめん、ラーメン、うどん、パスタ等）、切り餅、コーンフレ

ーク・シリアル類、乾パン、各種調味料、レトルト・フリーズドライ食品、冷凍食品（家

庭での保存温度、停電に注意）、インスタントラーメン、即席めん、缶詰、菓子類、育

児用調整粉乳 

○　日用品・医療品の例 

マスク（不織布製マスク）、体温計、ゴム手袋（破れにくいもの）、水枕・氷枕（頭や腋

下の冷却用）、漂白剤（次亜塩素酸：消毒効果がある）、消毒用アルコール（アルコール

が６０％～８０％程度含まれている消毒薬）、常備薬（胃腸薬、痛み止め、その他持病

の処方薬）、絆創膏、ガーゼ・コットン・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、

保湿ティッシュ（アルコールのあるものとないもの）、洗剤（衣類・食器等）・石鹸、シ

ャンプー・リンス、紙おむつ、生理用品（女性用）、ごみ用ビニール袋、ビニール袋（汚

染されたごみの密封等に利用）、カセットコンロ、ボンベ、懐中電灯、乾電池 

 

第２章　新型インフルエンザ等対策項目と横断的視点 

第１節　町行動計画における対策項目等 

１　町行動計画の主な対策項目 

町行動計画は、新型インフルエンザ等対策の２つの主たる目的である「感染拡大を

可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を保護する」こと及び「町民生活及び地域経

済活動に及ぼす影響が最小となるようにする」ことを達成するための戦略を実現する

具体的な対策を定めるものである。 

以下の７項目ごとに、準備期、初動期及び対応期に分けて、その考え方及び具体的

な取組を記載することとする。 

①　実施体制 

②　情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

③　まん延防止 

④　ワクチン 

⑤　保健 

⑥　物資 

⑦　町民生活及び地域経済の安定の確保 

 

２　対策項目ごとの基本理念と目標 

町行動計画の主な対策項目である７項目は、新型インフルエンザ等対策の主たる目

的の実現にあたって、それぞれの項目が関連し合っていることから、一連の対策とし

て実施される必要がある。そのため、以下に示す①から⑦までのそれぞれの対策項目

の基本理念と目標を把握し、対策の全体像や相互の連携を意識しながら対策を行うこ

とが重要である。 

①　実施体制 

感染症危機は、町民の生命及び健康や町民生活及び地域経済活動に大きな被害を及
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ぼすことから、町においても国家の危機管理の問題として取り組む必要があり、新型

インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合は、町は、緊急かつ総合

的な対応を行う必要がある。 

このため、町は、政府対策本部が設置され、直ちに道が対策本部を設置した場合に

おいて、必要に応じて、町対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等

対策に係る措置の準備を進める。 

＜総務課＞ 

○　浦臼町新型インフルエンザ等対策本部条例 

（目的） 

第 1 条　この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。

以下「法」という。）第３７条において準用する法第２６条の規定に基づき、浦臼町新

型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条　新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。）は、新型インフル

エンザ等対策本部の事務を総括する。 

２　新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、

新型インフルエンザ等対策本部の事務を整理する。 

３　新型インフルエンザ等対策本部員 （以下「本部員」という。）は、本部長の命を受

け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。 

４　新型インフルエンザ等対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職

員を置くことができる。 

５　前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。 

（会議） 

第３条　本部長は、新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円

滑に行うため、必要に応じ、新型インフルエンザ等対策本部の会議（以下この条にお

いては「会議」という。）を招集する。 

２　本部長は、法第３５条第４項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を

会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

（部） 

第４条　本部長は、必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を

置くことができる。 

２　部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３　部に部長を置き、本部長の指名する本部員をこれに充てる。 

４　部長は、部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第５条　前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項

は、本部長が定める。 

 

②　情報提供・共有、リスクコミュニケーション 
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感染症危機においては、様々な情報が錯綜しやすく、不安とともに、偏見・差別等

が発生したり、偽・誤情報が流布したりするおそれがある。こうした中で、表現の自

由に十分配慮しつつ、各種対策を効果的に行う必要があり、その時点で把握している

科学的根拠等に基づいた正確な情報を迅速に提供するとともに、町民等、医療機関、

事業者等が適切に判断・行動できるようにすることが重要である。 

このため、町は、道や関係団体とも連携し、可能な限り双方向のリスクコミュニケ

ーションを行い、町民等が適切に判断・行動できるよう、情報提供・共有等を行う。 

＜全課局室＞ 

 

③　まん延防止 

新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめ

るとともに、町民生活及び地域経済活動への影響を最小化することを目的とする。 

適切な医療の提供等と併せて、必要に応じてまん延防止対策を講ずることで、感染

拡大のスピードやピークを抑制し、治療を要する患者数を医療提供体制が対応可能な

範囲内に収めることにつなげることが重要である。 

このため、道は、国から示される対策の切替えの判断の指標に基づき、必要と考え

られる地域・期間等において、迅速にまん延防止等重点措置の実施や緊急事態措置を

行う。 

町は、事業者や町民への周知など、必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

④　ワクチン 

ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、町民の健康を守

るとともに、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療提供体制が

対応可能な範囲内に収めることは、新型インフルエンザ等による健康被害や地域経済

活動への影響を最小限にとどめることにつながる。 

このため、町、国及び道は、医療機関や事業者、関係団体等とともに、平時から接

種の具体的な体制や実施方法について準備をしておく必要がある。 

＜福祉課・住民課・総務課＞ 

 

⑤　保健 

新型インフルエンザ等の発生状況は地域によって異なり、町は、地域の感染状況や

医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、町民の生命及び健康を保護する必要が

ある。その際、道、保健所から得た情報を、ホームページ、ＳＮＳ、広報紙等へ掲載

するほか防災無線等、町民への情報提供・共有、リスクコミュニケーションを適切に

行い、地域の理解や協力を得ることが重要である。 

＜総務課＞ 

 

このため、地域において新型インフルエンザ等の感染が拡大し、多数の新型インフ
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ルエンザ等の患者が発生した場合には、業務負荷の急増が想定されることから、平時

から新型インフルエンザ等の発生時における人員体制の構築、優先的に取り組むべき

業務の整理を行う必要があり、地域における新型インフルエンザ対策を推進する。 

＜全課局室＞ 

 

⑥　物資 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全道的かつ急速にまん延するおそれがあ

り、感染症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策物資等の不足に

より、検疫、医療、検査等の円滑な実施が滞り、町民の生命及び健康への影響が生じ

ることを防ぐことが重要である。 

このため、町は、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施時

に必要な感染症対策物資等を備蓄するとともに、定期的に備蓄状況を確認する。 

＜総務課＞ 

 

⑦　町民生活及び地域経済の安定の確保 

新型インフルエンザ等の発生時には、町民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、

町民生活及び地域経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。 

このため、町は国や道と連携しながら、新型インフルエンザ等の発生時に備え、事

業者や町民等に必要な準備を行うことを勧奨する。 

事業者や町民生活・地域経済活動への影響に対しては、国が講ずる支援策を踏まえ、

地域の実情などにも留意しながら適切な支援を検討する。 

＜全課局室＞ 

 

３　複数の対策項目に共通する横断的な視点 

新型インフルエンザ等対策の実効性を向上させるため、以下の①から③までの視点

は、複数の対策項目に共通して考慮すべき事項である。それぞれ考慮すべき内容は以

下のとおりである。 

①　人材育成 

②　道、国及び市町村の連携 

③　ＤＸの推進 

 

①　人材育成 

多くの職員が感染症危機管理に携わる可能性があることも踏まえて、新型コロナ対

応の経験を有する者の知見を、他の職員にも共有する機会を設け、できる限り幅広い

体制で新型インフルエンザ等に対応できるように備えることも重要である。災害対応

等における全庁体制等の近接領域でのノウハウや知見の活用も行いながら、必要な研

修及び訓練や人材育成を進めることにも取り組む。 

また、地域の医療機関等においても、町や国、道、関係団体等による訓練や研修等

により、新型インフルエンザ等への対応能力を向上させ、幅広い対応体制を構築する
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ための人材育成を平時から進めることが期待される。 

＜全課局室＞ 

 

②　町、国及び道の連携 

国と地方公共団体との適切な役割分担の下、国が基本的な方針を定め、それを基に、

道は感染症法や特措法等に基づく措置の実施主体として中心的な役割を担い、感染拡

大防止や医療提供体制の確保をはじめとした多岐にわたる対策の実施を地域の実情に

応じて行う。また、市町村は住民に最も近い行政単位として予防接種や町民の生活支

援等の役割が期待されている。 

新型インフルエンザ等への備えをより万全なものとするためには、町、国及び道の

連携体制を平時から整えておくことが不可欠である。さらに、新型インフルエンザ等

の発生時は町と道との連携、保健所と保健センター間の連携も重要であり、こうした

広域的な連携についても平時から積極的に取り組み、準備を行うことが重要である。 

＜全課局室＞ 

 

③　DX の推進 

近年、取組が進みつつあるＤＸは、迅速な新型インフルエンザ等の発生状況等の把

握や関係者間でのリアルタイムな情報共有を可能とし、業務負担の軽減や関係者の連

携強化が期待できるほか、研究開発への利用等のデータの利活用の促進により新型イ

ンフルエンザ等への対応能力の向上に大きな可能性を持っている。 

国は、ＤＸ推進の取組として、接種対象者の特定や接種記録の管理等の予防接種事

務のデジタル化及び標準化による全国ネットワークの構築、電子カルテ情報の標準化

等を進めていくとともに、国と地方公共団体、各地方公共団体間、行政機関と医療機

関等との間の情報収集・共有、分析の基盤を整備していくことが重要としている。 

＜全課局室＞ 

 

第３章　町行動計画の実効性確保等 

第１節　町行動計画の実効性確保 

１　新型インフルエンザ等への備えの機運（モメンタム）の維持 

町行動計画は新型インフルエンザ等への平時の備えをより万全なものにするための

手段であり、政府行動計画及び道行動計画が改定された際は、町行動計画も適宜必要な

見直しを行い、改定後も、継続して備えの体制を維持及び向上させていくことが不可欠

である。 

新型インフルエンザ等は、いつ起こるか予想できず、いつ起きてもおかしくないも

のである。このため、自然災害等への備えと同様に、日頃からの備えと意識を高める

取組を継続的に行うことが重要である。 

医療機関や関係機関・団体、町民や事業者等が幅広く関係した新型コロナ対応の経　　

験を踏まえ、新型インフルエンザ等への備えの充実につながるよう、訓練や研修、啓

発活動等の取組を通じて、平時から新型インフルエンザ等への備えを充実させる機運
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（モメンタム）の維持を図る。 

＜全課局室＞ 

２　多様な主体の参画による実践的な訓練の実施 

「訓練でできないことは、実際もできない」というのは災害に限らず、新型インフ

ルエンザ等への対応にも当てはまる。訓練の実施により、平時の備えについて不断の

点検や改善につなげていくことが極めて重要である。町、国及び道は、訓練の実施や

それに基づく点検や改善が関係機関で継続的に取り組まれるよう、働き掛けを行う。 

＜全課局室＞ 

 

３　定期的なフォローアップと必要な見直し 

国は政府行動計画や同計画のガイドライン等の関連文書について、毎年度定期的な

フォローアップと取組状況の見える化を、統括庁を中心に行うとしている。 

また、国は、概ね 6 年ごとに政府行動計画の改定について必要な検討を行い、その

結果に基づき所要の措置を講ずるものとしていることから、道及び町においてもその

見直しに伴い必要な対応を行う。 

なお、新型インフルエンザ等が発生し、感染症危機管理の実際の対応が行われた場

合は、上記の期間にかかわらず、その対応経験を基に政府行動計画及び道行動計画等

が見直されることから、町行動計画についても必要な見直しを行う。 

＜総務課＞ 

 

第２節　町行動計画等 

政府行動計画及び道行動計画の改定を踏まえて、町での新型インフルエンザ等への備

えをより万全なものとするために、道から提供される情報を踏まえ、町行動計画の見直

しを行い、町における取組を充実させる。 

＜総務課＞ 
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第３部　新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 

第１章　実施体制 

第１節　準備期 

　１　目的 

　　新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合は、町は、事態を適

確に把握し、全庁一体となった取組を推進することが重要である。このため、町は、あ

らかじめ、関係機関の役割を整理するともに、有事の際に機能する指揮命令系統の構築

と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞれの役割を実現するための人員の調整、

縮小可能な業務の整理等を行う。 

 

1-1.　実践的な訓練の実施 

町は、道行動計画及び町行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生に備

えた実践的な訓練を実施する。 

＜全課局室＞ 

 

1-2.　町行動計画等の作成や体制整備・強化 

①　町は、町行動計画を作成・変更する際には、あらかじめ、感染症に関する専門的

な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く。 

 

②　町は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施する

ために必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を図るため、

業務継続計画を作成・変更する。 

 

③　町は、新型インフルエンザ等対策に携わる保健師等の専門人材の養成等を行う。 

＜福祉課＞ 

 

1-3.　国及び地方公共団体等の連携の強化 

①　町、国、道及び指定（地方）公共機関は相互に連携し、新型インフルエンザ等の

発生に備え、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。 

 

②　町、道及び指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え地域の

医療機関や教育機関と情報交換等をはじめとした連携体制を構築する。 

＜全課局室＞ 
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第２節　初動期 

　２　目的 

　　新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合には、町においても

事態を適確に把握するとともに、町民の生命及び健康を保護するため、緊急かつ総合的

な対応を行う必要がある。その際、町は、初動期における新型インフルエンザ等対策を

迅速に実施する。 

 

2-1　新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 

①　政府対策本部が設置され、直ちに道が道対策本部を設置した場合において、町は、

必要に応じて、町対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に

係る措置の準備を進める。 

＜全課局室＞ 

 

②　町は、必要に応じて、第１節（準備期）１－２を踏まえ、必要な人員体制の強化

が可能となるよう、全庁的な対応を進める。 

＜全課局室＞ 

 

2-2　迅速な対策の実施に必要な予算の確保 

町は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、国からの財政支援の下、必要となる予

算を迅速に確保し、機動的かつ効果的な対策を実施するとともに、必要に応じて、対策

に要する経費について地方債等を発行することを検討し、所要の準備を行う。 

＜総務課＞ 

 

第３節　対応期 

　３　目的 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等の発生

から、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束するまでその間

の病原体の変異も含め長期間にわたる対応も想定されることから、町における対策の実

施体制を持続可能なものとすることが重要である。 

町は、感染症危機の状況並びに町民生活及び地域経済活動の状況や、各対策の実施状

況に応じて柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病原

体の変異及びワクチンや治療薬・治療法の開発・確立等の大きな状況の変化があった場

合に、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることで、可能な限り早期に少ない影響で感染

症危機に対応することを目指す。 

 

3-1　基本となる実施体制の在り方 

政府対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。 
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3-1-1　職員の派遣・応援への対応 

①　町は、新型インフルエンザ等のまん延によりその全部又は大部分の事務を行うこ

とができなくなったと認めるときは、道に対し、特定新型インフルエンザ等対策の

事務の代行を要請する。 

＜総務課＞ 

 

②　町は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要がある　

と認めるときは、他の市町村又は道に対して応援を求める。 

＜総務課＞ 

 

3-1-2　必要な財政上の措置 

町は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債等を発

行して財源を確保し、必要な対策を実施する。 

＜総務課＞ 

 

3-1-3　道による総合調整 

①　道は、道の区域に係る新型インフルエンザ等対策を適確かつ迅速に実施するため

に必要があると認めるときは、道及び関係市町村並びに関係指定地方公共機関が実

施する道の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う。 

 

②　また、道は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はま

ん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村、医療機関、感染症試験研

究等機関その他の関係機関に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措置その他

のこれらの者が実施する措置に関し必要な総合調整を行う。 

＜総務課＞ 

 

③　町は、①及び②の総合調整が行われるにあたっては、必要に応じて、道に対して

意見を申し出るものとする。 

＜総務課＞ 

 

3-2.　町対策本部の設置 

町は、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに町対策本部を設置する。 

町は、当該町の区域に係る緊急事態措置を適確かつ迅速に実施するため必要がある

と認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行う。 

＜全課局室＞ 
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3-3.　町対策本部の廃止 

町は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事態が終

了した旨の公示をいう。）がなされたときは、遅滞なく町対策本部を廃止する。 

＜総務課＞ 

 

第２章　情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第１節　準備期 

　１　目的 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、国が示す方針等を踏まえながら、

町民が適切に判断・行動できるようにすることが重要である。このため、町は平時から

町民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、リ

スクコミュニケーションのあり方を整理し、体制整備や取組を進める必要がある。 

　　また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能な限り双

方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションができるよう、発生状

況に応じた町民等への情報提供・共有の項目や手段、情報の受け手の反応や必要として

いる情報を把握し、さらなる情報提供・共有に生かす方法等について、あらかじめ整理

しておく。 

 

1-1　新型インフルエンザ等の発生前における町民等への情報提供・共有 

1-1-1　町における情報提供・共有について 

町は、準備期から町民等が感染症危機に対する理解を深めるための情報提供・共有

を行い、町による情報提供・共有について、有用な情報源として町民等による認知度・

信頼度が一層向上するよう努めるとともに、国が作成するＱ＆Ａ等を参考にして、電

話等による直接相談をはじめ、道や保健所が設置する相談センター等連絡先の周知を

図り、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーション

ができる体制整備を進める。 

＜全課局室＞ 

 

1-1-2.　道と市町村の間における感染状況等の情報提供・共有について 

市町村は、住民にとって最も身近な行政主体として、住民に対するきめ細かいリス

クコミュニケーションを含む周知・広報及び生活支援等の住民からの基本的な相談受

付等を実施する。 

＜総務課＞ 

また、新型インフルエンザ等の患者等の健康観察及び町民の個別的な支援に関し、

道からの要請を受けて、必要な協力を行う。 

＜福祉課＞ 

 

1-1-3.　双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進 

町は、国からの要請を受けて、道や保健所が設置する相談センター等の連絡先をホ
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ームページ、ＳＮＳ、広報紙等により周知するための準備を進める。 

＜総務課＞ 

第２節　初動期 

 ２　目的 

新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、感染拡大に備えて、町民等に

新型インフルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じた適確な情報提供・共有を

行い、準備を促す必要がある。その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づ

いたリスクコミュニケーションを行うよう努める。また、感染者等に対する偏見・差別

等は許されず、感染症対策の妨げにもなることなどについて、情報提供・共有するとと

もに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情

報を繰り返し提供・共有するなど、町民等の不安の解消等に努める。 

 

2-1　情報提供・共有について 

2-1-1　町における情報提供・共有について 

町は、準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制について、本格的に

体制を強化し、町民に対して必要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを行

う。 

＜全課局室＞ 

 

2-1-2　道と市町村の間における感染状況等の情報提供・共有について 

市町村は、住民にとって最も身近な行政主体として、住民に対するきめ細かいリス

クコミュニケーションを含む周知・広報及び生活支援等の住民からの基本的な相談受

付等を実施する。 

＜総務課＞ 

また、新型インフルエンザ等の患者等の健康観察及び町民の個別的な支援に関し、

道からの要請を受けて、必要な協力を行う。 

＜福祉課＞ 

 

2-2.　双方向のコミュニケーションの実施 

町は、国からの要請を受けて、町民からの一般的な問い合わせについては、国が作成

すＱ＆Ａ等を参考としながら、電話等による直接相談へ対応するとともに、道や保健所

が設置する相談センター等の連絡先をホームページ、ＳＮＳ、広報紙等により周知する。 

＜総務課＞ 

 

第３節　対応期 

 ３　目的 

　　感染症危機において、対策を効果的に行うためには、リスク情報とその見方の共有等

を通じて、町民が適切に判断や行動ができるようにすることが重要である。このため、

町は、町民の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する町民等の理解を深め、リスク低減
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のパートナーとして、適切な行動につながるよう促す必要がある。その際、可能な限り

双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを行うよう努める。

また、個人レベルでの感染対策が地域における感染拡大防止にも大きく寄与することや、

感染者等に対する偏見・差別等は許されず、感染症対策の妨げにもなることなどについ

て、情報提供・共有するとともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その根底にある

原因や心理に働きかけるメッセージの発信やコミュニケーションのあり方について、感

染状況に応じた検討を行い、町民等の不安の解消等に努める。 

 

3-1　情報提供・共有について 

3-1-1　町における情報提供・共有について 

町は、準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制について、本格的に

体制を強化し、町民に対して必要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを行

う。 

＜全課局室＞ 

 

3-1-2.　道と市町村の間における感染状況等の情報提供・共有について 

市町村は、初動期に引き続き、住民にとって最も身近な行政主体として、住民に対

するきめ細かいリスクコミュニケーションを含む周知・広報及び生活支援等の住民か

らの基本的な相談受付等を実施する。 

＜総務課＞ 

また、新型インフルエンザ等の患者等の健康観察及び町民の個別的な支援に関し、

道からの要請を受けて、必要な協力を行う。 

＜福祉課＞ 

 

3-2.　双方向のコミュニケーションの実施 

町は、国からの要請を受けて、町民からの一般的な問い合わせについては、国が作成

するＱ＆Ａ等を参考としながら、電話等により直接相談へ対応するとともに、道や保健

所が設置する相談センター等連絡先の周知を継続する。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

第３章　まん延防止 

第１節　準備期 

　１　目的 

　　町は、新型インフルエンザ発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベルに

感染拡大のスピードやピークを抑制することで、町民の生命及び健康を保護する。また、

有事におけるまん延防止措置への協力を得るとともに、まん延防止対策による社会的影

響を緩和するため、町民や事業者の理解促進に取り組む。 
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1-1　新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 

①　町及び学校等は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける　

等の基本的な感染対策の普及を図る。また、自らの感染が疑われる場合は、相談セ

ンターに連絡し指示を仰ぐことや、感染を広げないように不要不急の外出を控える

こと、マスクの着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、平時

から理解促進を図る。 

＜全課局室＞ 

 

②　新型インフルエンザ等のまん延防止のため、特に特定の地域で集団発生や原因不

明の感染症が発生した場合に迅速な対応が行えるよう、町は、平時から道及び医療

関係団体と連携を図る。 

＜福祉課、教育委員会、総務課＞ 

 

第２節　初動期 

　２　目的 

　　町は、新型インフルエンザ等の発生時に、まん延防止対策の適切かつ迅速な実施によ

り感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供体制等の整備を図るための時間を確

保するとともに、ピーク時の受診患者数や入院患者数等を減少させ、確保された医療提

供体制で対応可能となるようにする。このため、町内でのまん延の防止やまん延時に迅

速な対応がとれるよう準備等を行う。 

 

2-1.　国内でのまん延防止対策の準備 

町は、国からの要請を受けて、業務継続計画に基づく対応の準備を行う。 

＜全課局室＞ 

第３節　対応期 

　３　目的 

　　町は、新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延

防止対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、町民の生命及び健康を保護する。そ

の際、町民生活や地域経済活動への影響も十分考慮する。また、国等によるリスク評価

に基づき、柔軟かつ機動的に対策を切り替えていくことで、町民生活や地域経済活動へ

の影響の軽減を図る。 

 

3-1　患者や濃厚接触者以外の町民に対する要請等 

3-1-1　外出等に係る要請等 

町は、道から示される対策の切替えの判断の指標に基づき、地域の実情に応じて、

集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等への外

出自粛や、都道府県間の移動自粛要請を行う。また、町は、まん延防止等重点措置と

して、重点区域において営業時間が変更されている業態に属する事業が行われている

場所への外出自粛要請や、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等緊急事態にお
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いて生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないことなどの要請を

行う。町は、事業者や町民への周知など、必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

3-1-2　基本的な感染対策に係る要請等 

町は、道と連携し、町民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、

人混みを避けるなどの基本的な感染対策、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の

活用等の取組を勧奨し、必要に応じ、その徹底を要請する。 

町は、事業者や町民への周知など、必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

3-2　事業者や学校等に対する要請 

3-2-1　営業時間の変更や休業要請等 

町は、道から示される対策の切替えの判断の指標に基づき、必要に応じて、まん延

防止等重点措置として、措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者

に対する営業時間の変更の要請を行う。また、緊急事態措置として、学校等の多数の

者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施

設管理者等」という。）に対する施設の使用制限（人数制限や無観客開催）や停止（休

業）等の要請を行う。 

町は、事業者や町民への周知など、道に必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

3-2-2　まん延の防止のための措置の要請 

町は、必要に応じて、上記 3-2-1 のまん延防止等重点措置又は緊急事態措置によ

る要請の対象事業者や施設管理者等に対し、従業員に対する検査勧奨その他の新型イ

ンフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置を講ずることを要請する。 

町は、事業者や町民への周知など、道に必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

3-2-3　その他の事業者に対する要請 

①　町は、道と連携し、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請すると　

ともに、従業員に基本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底することを協力要請する。　

また、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること、出

勤が必要な者以外のテレワーク、こどもの通う学校等が臨時休業等をした場合の保

護者である従業員への配慮等の協力を要請する。 

町は、事業者や町民への周知など、必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

②　町は、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まるなどの感染リスクが高まる　
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場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対策の徹底や、人数制限

等の安全性を確保するための計画策定等を要請する。 

町は、施設の管理者等への周知など、必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

3-2-4　学級閉鎖・休校等の要請 

町は、道と連携し、感染状況、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等

を踏まえ、必要に応じて、学校・保育施設等における感染対策の実施に資する情報提

供・共有を行う。また、町は、道と連携し、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６

号）に基づく臨時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、又は休校）等を地域の感染状況等に鑑

み適切に行うよう学校の設置者等に要請する。なお、一斉臨時休業の要請については、

こどもや保護者、地域経済活動への影響を踏まえ、慎重に検討を行う。 

町は、小・中学校や町民への周知など、必要な協力を行う。 

＜福祉課、教育委員会、総務課＞ 

 

第４章　ワクチン 

第１節　準備期 

　１　目的 

　　町は、新型インフルエンザ等の発生時に、町民の生命及び健康を保護し、町民生活及

び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする。ワクチンの接種体制について、円滑

な接種を実現するために、町は、国、道のほか、医療機関や事業者等と相互に連携し、

必要な準備を行う。 

 

1-1　ワクチンの接種に必要な資材 

町は、以下の表１を参考に、平時から予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認

を行い、接種を実施する場合に速やかに確保できるよう準備する。 

＜住民課＞ 

表１　予防接種に必要となる可能性がある資材 

 【準備品】 【医師・看護師用物品】

 □消毒用アルコール綿 

□トレイ 

□体温計 

□医療廃棄物容器、針捨て容器 

□手指消毒剤 

□救急用品 

接種会場の救急体制を踏まえ、必

要な物品を準備すること。代表的

な物品を以下に示す。 

□マスク 

□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 

□使い捨て舌圧子 

□膿盆 

□聴診器 

□ペンライト

 【文房具類】
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1-2.　ワクチンの供給体制 

　　町は、実際にワクチンを供給するに当たっては、地域のワクチン配送事業者のシステ

ムへの事前の登録が必要になる可能性があるため、随時事業者の把握をする。 

＜福祉課、住民課＞ 

 

1-3　接種体制の構築 

1-3-1　接種体制 

　　　町は、接種に必要な人員、会場、資材等を含めた接種体制が構築できるよう、平素

から地域の医療機関等との協力関係を構築する。 

＜住民課、福祉課＞ 

 

1-3-2.　特定接種 

①　新型インフルエンザ等対策の実施に携わる市町村の地方公務員については、当該　

地方公務員の所属する市町村を実施主体として、原則として集団的な接種により接

種を実施することとなるため、接種が円滑に行えるよう準備期から接種体制の構築

を図ることが求められる。 

このため、町は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者に対し、

集団的な接種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう、接種体制を構築

する。 

＜総務課、福祉課＞ 

 

②　町は、所属する職員において特定接種の対象となり得る者を把握し、国宛てに人

数を報告する。 

＜総務課＞ 

 

 ・血圧計等 

・静脈路確保用品 

・輸液セット（成人用、小児用） 

・生理食塩水 

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン

剤、抗けいれん剤、副腎皮質ステ

ロイド剤等の薬液 

・気管内チューブ 

・喉頭鏡 

・ディスポ注射器、注射針 

・蘇生バッグ

□ボールペン（赤・黒） 

□日付印 

□スタンプ台 

□はさみ

 【会場設営物品】

 □机、椅子、スクリーン、延長コード 

□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤 

□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫 

□耐冷手袋等
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1-3-3.　住民接種 

町は、平時から以下（ア）から（ウ）までのとおり迅速な予防接種等を実現するた

めの準備を行う。 

 

（ア）　町は、国等の協力を得ながら、町内に居住する者に対し、速やかにワクチンを

接種するための体制の構築を図る。 

 

ａ　町は、住民接種については、国及び道の協力を得ながら、希望する住民全員が速

やかに接種することができるよう、準備期の段階から、初動期や対応期に求められ

る対応を想定し、パンデミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、

以下に列挙する事項等の接種に必要な資源等を明確にした上で、地域の医療機関等

と連携の上、接種体制について検討を行う。また、必要に応じ、接種会場において

円滑な接種を実施できるよう接種の流れを確認する。 

ⅰ　接種対象者数 

ⅱ　町の人員体制の確保 

ⅲ　医師、看護師、受付担当者等の医療従事者等の確保 

ⅳ　接種場所の確保（医療機関、保健センター、学校等）及び運営方法の策定 

ⅴ　接種に必要な資材等の確保 

ⅵ　国、道及び市町村間や、地域の医療機関等への連絡体制の構築 

ⅶ　接種に関する町民への周知方法の策定 

＜福祉課、住民課、総務課＞ 

 

ｂ　町は、以下の表２を参考に、医療従事者や高齢者施設の従事者、高齢者等の接種

対象者数を推計しておく等、住民接種のシミュレーションを行う。 

また、高齢者支援施設等の入所者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受

けられるよう、町及び道の関係部局が連携し、これらの者への接種体制を検討する。 

＜福祉課＞ 

 

表２　接種対象者の試算方法の考え方 

 住民接種対象者試算方法 備考

 総人口 人口統計（総人口） A

 基礎疾患の

ある者
対象地域の人口の 7％ B

 妊婦 母子健康手帳届出数 C

 幼児 人口統計（1- 6 歳未満） D

 乳児 人口統計（1 歳未満） E1

 乳児保護者
※

人口統計（1 歳未満）×2 E2
乳児の両親として、対象人口の

2 倍に相当
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※　乳児（１歳未満の者）が接種不可の場合、その保護者を接種対象者として試算する。 

 

ｃ　町は、医療従事者の確保について、接種方法（集団的接種か個別接種）や会場の

数、開設時間の設定等により、必要な医療従事者の数や期間が異なることから、接

種方法等に応じ、必要な医療従事者数を算定する。特に、接種対象者を１か所に集

めて実施する集団的接種においては、多くの医療従事者が必要であることから、町

は、地域の医療機関等の協力を得てその確保を図るべきであるため、個別接種、集

団的接種いずれの場合も、地域の医療機関等との協力の下、接種体制が構築できる

よう、事前に合意を得るよう努める。 

＜福祉課、住民課、総務課＞ 

 

ｄ　町は、接種場所の確保について、各接種会場の対応可能人数等を推計するほか、

各接種会場について、受付場所、待合場所、問診を行う場所、接種を実施する場所、

経過観察を行う場所、応急処置を行う場所、ワクチンの保管場所及び調剤（調製）

場所、接種の実施に当たる人員の配置のほか、接種会場の入口から出口の導線に交

差がなく、かつそれぞれの場所で滞留が起こらないよう配置を検討する。また、調

製後のワクチンの保管では室温や遮光など適切な状況を維持できるよう配慮する。

なお、医師及び看護師の配置については自らが直接運営するほか、地域の医師会等

と委託契約を締結し、当該地域の医師会等が運営を行うことも検討する。 

＜福祉課、住民課、総務課＞ 

 

（イ）　町は、円滑な接種の実施のため、居住する地域以外の地方公共団体における接

種を可能にするよう取組を進める。 

＜福祉課＞ 

 

（ウ）　町は、速やかに接種できるよう、地域の医療機関関係者や学校関係者等と協力

し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約

等の接種の具体的な実施方法について準備を進める。 

＜福祉課、教育委員会＞ 

 

1-4　情報提供・共有 

1-4-1　町民への対応 

町は、定期の予防接種について、被接種者やその保護者（小児の場合）等にとって

 小学生 

中学生 

高校生相当

人口統計（6 歳-18 歳未満） F

 高齢者 人口統計（65 歳以上） G

 
成人

対象地域の人口統計から上記

の人数を除いた人数
H A-(B+C+D+E1+E2+F+G)=H
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分かりやすい情報提供を行うとともに、被接種者等が持つ疑問や不安に関する情報収

集及び必要に応じたＱ＆Ａ等の提供など、双方向的な取組を進める。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

1-4-2.　町における対応 

町は、道の支援を得ながら、定期の予防接種の実施主体として、地域の医療機関医

等との連携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び町民への

情報提供等を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

1-4-3　衛生部局以外の分野との連携 

町衛生部局は、予防接種施策の推進にあたり、医療関係者及び衛生部局以外の分野、

具体的には町労働部局、介護保険部局、障害保健福祉部局等との連携及び協力が重要

であることから、その強化に努める。 

また、児童生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保健との連携が不

可欠であることから、町衛生部局は、町教育委員会等との連携を進め、例えば、必要

に応じて学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１１条に規定する就学時の健

康診断及び第１３条第１項に規定する児童生徒等の健康診断の機会を利用して、予防

接種に関する情報の周知を町教育委員会や学校に依頼する等、予防接種施策の推進に

資する取組に努める。 

＜福祉課、教育委員会、総務課＞ 

 

1-5　DX の推進 

①　町は、市町村が活用する予防接種関係のシステム（健康管理システム等）が、国

が整備するシステム基盤と連携することで、予防接種事務のデジタル化が実現され

るよう、国が示す当該システムに関する標準仕様書に沿って、当該システムの整備

を行う。 

＜福祉課＞ 

 

②　町は、接種対象者を特定の上、国が整備するシステム基盤に接種対象者を登録す

ることで、接種勧奨を行う場合に、システムを活用して接種対象者のスマートフォ

ン等に通知できるよう準備を進める。ただし、電子的に通知を受けることができな

い者に対しては、紙の接種券等を送付する必要があることに留意する。 

＜福祉課＞ 

 

③　町は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療機関を住民が把握できるよう、

また、マイナンバーカードを活用して電子的に予診票情報の登録等を行った接種対

象者が、予防接種事務のデジタル化に対応できていない医療機関に来院する等のミ

スマッチが生じないよう環境整備に取り組む。 
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＜福祉課、住民課＞ 

 

第２節　初動期 

　１　目的 

　　町は、準備期から強化した接種体制等を活用し、必要量のワクチンを確保することで、

速やかな予防接種へとつなげ、接種体制の構築を行う。 

 

2-1　接種体制の構築 

町は、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、接種体制の構築を行う。 

＜福祉課＞ 

 

2-2.　ワクチンの接種に必要な資材 

町は、準備期において必要と判断し準備した資材について、適切に確保する。 

＜総務課＞ 

2-3　接種体制 

2-3-1　特定接種 

接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、接種体制を構築する町、

国及び道は、地域の医療機関等の協力を得て、その確保を図る。また、町は、接種体

制を構築する登録事業者に対して、医療従事者の確保に向けて地域の医療機関関係者

等の調整が得られるよう必要な支援を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

2-3-2　住民接種 

①　町は、目標となる接種ペースに応じた接種を速やかに開始できるよう、住民基本

台帳に基づく人口や年齢等の情報、接種記録等を管理するシステム基盤等を通じて

接種予定数の把握を行い、接種の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとと

もに、接種に必要な資材等の確保に向けた調整を開始する。 

＜福祉課、住民課＞ 

 

②　接種の準備に当たっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で想定している業

務量を大幅に上回る業務量が見込まれるため、組織・人事管理などを担う部署も関

与した上で、全庁的な実施体制の確保を行う。 

＜全課局室＞ 

 

③　予防接種を実施するために必要な業務を洗い出し、各業務の担当部門を決定した　

上で、それぞれの業務について、必要な人員数の想定、個人名入り人員リストの作

成、業務内容に係る事前の説明の実施、業務継続が可能なシフトの作成などを行い、

業務の優先順位及び内容に応じて必要な人員の確保及び配置を行う。予防接種の円

滑な推進を図るためにも、町及び道の関係部局が連携し行う。なお、接種会場のス
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タッフ、データ入力等、外部委託できる業務については積極的に外部委託するなど、

業務負担の軽減策も検討する。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

④　接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、町は地域の医療機関等

の協力を得て、その確保を図る。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

⑤　町は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情に応じて、地域の医療機関、近隣

市町村、医療機関、健診機関等と接種実施医療機関の確保について協議を行う。そ

の際、あわせて、接種実施医療機関等において、診療時間の延長や休診日の接種等

も含め、多人数への接種を行うことのできる体制を確保するほか、必要に応じ、保

健センター、学校など公的な施設等の医療機関以外の会場等を活用し、医療機関等

の医師・看護師等が当該施設等において接種を行うことについても協議を行う。 

＜福祉課、住民課、教育委員会＞ 

 

⑥　町は、高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接種が

困難な者が接種を受けられるよう、町及び道の関係部局、地域の医療機関等の関係

団体と連携し、接種体制を構築する。 

＜福祉課＞ 

 

⑦　町は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、当該接種会場の運営方　

法を検討することとし、医療従事者以外の運営要員の確保を進める。なお、臨時の

接種会場を設ける場合は、当該接種会場において、ワクチンの配送や予約管理、マ

イナンバーカードを活用した接種対象者の本人確認等の予防接種事務のデジタル化

が実現されるよう、当該接種会場をシステム基盤に登録するほか、必要な設備の整

備等の手配を行う。 

＜福祉課、住民課、総務課＞ 

 

⑧　医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、医療法に基づく診療所開設の

許可・届出を行う。また、接種方法や会場の数、開設時間枠の設定により、必要な

医師数や期間が異なることから、地域の実情に合わせて、必要な医療従事者数を算

定する。 

＜福祉課＞ 

 

⑨　接種会場での救急対応については、被接種者にアナフィラキシーショックやけい

れん等の重篤な副反応がみられた際に、応急治療ができるための救急処置用品とし

て、血圧計、静脈路確保用品、輸液、アドレナリン製剤・抗ヒスタミン剤・抗けい

れん剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液等が必要であることから、薬剤購入等に関
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してはあらかじめ地域の医療機関等と協議の上、物品や薬剤の準備を行うとともに、

常時対応が可能となるよう、救急処置用品について適切な管理を行う。また、実際

に重篤な副反応が発生した場合、発症者の速やかな治療や搬送に資するよう、あら

かじめ、会場内の従事者について役割を確認するとともに、道、地域の医療機関等

の医療関係者や消防機関の協力を得ながら、地域の医療機関との調整を行い、搬送

先となる接種会場近傍の二次医療機関等を選定して、地域の医療関係者や消防機関

と共有することにより、適切な連携体制を確保する。 

＜住民課、福祉課＞ 

 

⑩　感染性産業廃棄物が運搬されるまでに保管する場所は、周囲に囲いを設け、当該　

廃棄物の保管場所である旨等を表示した掲示板を掲げること等の必要な措置を講じ

る。その他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の

基準を遵守する。 

また、廃棄物処理業者と収集の頻度や量等についてよく相談する。 

＜住民課、福祉課＞ 

 

⑪　感染予防の観点から、接種経路の設定に当たっては、ロープなどにより進行方向

に一定の流れをつくることや、予診票の記入漏れや予防接種の判断を行うに際し、

接種の流れが滞ることがないよう配慮する。また、会場の確保については、被接種

者が一定の間隔を取ることができるように広い会場を確保することや要配慮者への

対応が可能なように準備を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

第３節　対応期 

　３　目的 

　　町は、あらかじめ準備期に計画した供給体制及び接種体制に基づき、ワクチンの接種

を実施する。また、実際の供給量や医療従事者等の体制等を踏まえ関係者間で随時の見

直しを行い、柔軟な運用が可能な体制を維持する。 

 

３-1　ワクチンや必要な資材の供給 

①　町は、国からの要請を受けて、ワクチンの流通、需要量及び供給状況を把握し、　

接種開始後はワクチン等の使用実績等を踏まえ、特定の医療機関等に接種を希望す

る者が集中しないように、ワクチンの割り当て量の調整を行う。 

＜福祉課＞ 

 

②　町は、国からの要請を受けて、ワクチンについて、町に割り当てられた量の範囲　

内で、接種実施医療機関等の接種可能量等に応じて割り当てを行う。 

＜福祉課＞ 
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③　町は、国からの要請を受けて、ワクチンの供給に滞りや偏在等が生じた場合には、

それらの問題を解消するために、道を中心に関係者に対する聴取や調査等を行って

管内の在庫状況を含む偏在等の状況を把握した上で、地域間の融通等を行う。なお、

ワクチンの供給の滞りや偏在等については、特定の製品を指定することが原因であ

ることが少なからずあるため、他の製品を活用すること等も含めて地域間の融通等

もあわせて行う。 

＜福祉課＞ 

 

④　町は、国からの要請を受けて、供給の滞りや偏在等については、特定の製品に偏

って発注等を行っていることが原因であることも考えられるため、道を中心に他の

製品を活用すること等も含めて地域間の融通等を行う。 

＜福祉課・総務課＞ 

 

３-2　接種体制 

町は、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。 

 

３-2-1　特定接種 

３-2-1-1　職員に対する特定接種の実施 

国が、発生した新型インフルエンザ等に関する情報や社会情勢等を踏まえ、医療の

提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認め、特

定接種を実施することを決定した場合において、町は、国と連携し、国が定めた具体

的運用に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる職員の対象者に集団的な

接種を行うことを基本として、本人の同意を得て特定接種を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

３-2-2.　住民接種 

３-2-2-1　予防接種体制の構築 

①　町は、国からの要請を受けて、準備期及び初動期に町において整理・構築した接　

種体制に基づき、具体的な接種体制の構築を進める。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

②　町は、接種状況等を踏まえ、接種の実施会場の追加等を検討する。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

③　町は、各会場において予診を適切に実施するほか、医療従事者や誘導のための人

員、待合室や接種場所等の設備、接種に要する資材（副反応の発生に対応するため

のものを含む。）等を確保する。 

＜福祉課、総務課＞ 
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④　発熱等の症状を呈している等の予防接種を行うことが不適当な状態にある者につ

いては、接種会場に赴かないよう広報等により周知すること、及び接種会場におい

て掲示等により注意喚起すること等により、町は、接種会場における感染対策を図

る。また、医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については、接種に係るリス

ク等も考慮して、接種を実施する場合であっても、予診及び副反応に関する情報提

供をより慎重に行う。 

＜福祉課＞ 

 

⑤　医療従事者、医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者については、基

本的に当該者が勤務する、あるいは当該者の療養を担当する医療機関等において接

種を行う。ただし、在宅医療を受療中の患者や、高齢者支援施設等に入居する者で

あって、当該医療機関における接種が困難な場合、訪問による接種も検討する。 

＜福祉課＞ 

 

⑥　町は、高齢者施設、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難

な者が接種を受けられるよう、町の関係部局、地域の医療機関等の関係団体と連携

し、　接種体制を確保する。 

＜福祉課＞ 

 

３-2-2-3.　接種に関する情報提供・共有 

①　町は、予約受付体制を構築し、接種を開始するとともに、国からの要請を受けて、

国に対し、接種に関する情報提供・共有を行う。 

＜福祉課＞ 

 

②　町が行う接種勧奨については、整備された情報基盤を介して、接種対象者のマイ

ナポータルアプリ等がインストールされたスマートフォン等に通知する。スマート

フォン等の活用が困難な方に対しては、紙の接種券を発行すること等により接種機

会を逸することのないよう対応する。 

＜福祉課＞ 

 

③　接種会場や接種開始日等について、スマートフォン等に対して電子的に接種対象

者に通知するほか、ウェブサイトやＳＮＳを活用して周知することとする。なお、

電子的に情報を収集することが困難な方に対しては、広報紙への掲載等、紙での周

知を実施する。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

３-2-2-4　接種体制の拡充 

町は、感染状況を踏まえ、必要に応じて保健センター等を活用した医療機関以外の

接種会場の増設等を検討する。また、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接種が
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困難な者が接種を受けられるよう、町の関係部局や地域の医療機関等の関係団体と連

携し、接種体制を確保する。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

３-2-2-5　接種記録の管理 

国、道及び市町村は、地方公共団体間で接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよ

う、また、接種を受けた者が当該接種に係る記録を閲覧できるよう、準備期に整備し

たシステムを活用し、接種記録の適切な管理を行う。 

＜福祉課＞ 

 

３-3　健康被害救済 

①　予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接種者等からの申

請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係について審査が行わ

れ、特定接種の場合はその実施主体が、住民接種の場合は町がその結果に基づき給

付を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

②　住民接種の場合、接種した場所が住所地以外でも、健康被害救済の実施主体は、

予防接種法第 15 条第１項に基づき、健康被害を受けた者が接種時に住民票を登録

していた町において行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

③　町は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を行い、申請を受

け付けるほか、申請を行おうとする被接種者等からの相談等への対応を適切に行う。 

＜福祉課＞ 

 

３-4　情報提供・共有 

①　町は、自らが実施する予防接種に係る情報（接種日程、会場、副反応疑い報告や

健康被害救済申請の方法等）に加え、国が情報提供・共有する予防接種に係る情報

について町民への周知・共有を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

②　町、地域における接種に対応する医療機関の情報、接種の状況、各種相談窓口な

ど、必要な情報提供を行うことも検討する。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

③　パンデミック時においては、特定接種及び住民接種に関する広報を推進する必要　

がある一方で、定期の予防接種の接種率が低下し、定期の予防接種の対象疾病のま

ん延が生じないようにする必要があることから、町は、引き続き定期の予防接種の
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必要性等の周知に取り組む。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

３-4-1　特定接種に係る対応 

町は、具体的な接種の進捗状況や、ワクチンの有効性・安全性に関する情報、相談

窓口（相談センター等）の連絡先など、接種に必要な情報を提供する。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

３-4-2.　町民接種に係る対応 

①　町は、実施主体として、町民からの基本的な相談に応じる。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

②　特措法第 27 条の２第１項に基づく住民接種については、接種を緊急に実施する

ものであり、接種時には次のような状況が予想される。 

ａ　新型インフルエンザ等の流行に対する不安が極めて高まっている。 

ｂ　ワクチンの需要が極めて高い一方、当初の供給が限られている。 

ｃ　ワクチンの有効性・安全性については、当初の情報が限られ、接種の実施と並行

して情報収集・分析が進められるため、逐次様々な知見が明らかになる。 

ｄ　平時の予防接種では実施していない接種体制がとられることとなり、そのための

混乱も起こり得る。 

 

③　これらを踏まえ、広報に当たっては、町は、次のような点に留意する。 

ａ　接種の目的や優先接種の意義等を分かりやすく伝える。 

ｂ　ワクチンの有効性・安全性についての情報をできる限り公開するとともに、分か

りやすく伝える。 

ｃ　接種の時期、方法など、町民一人一人がどのように対応するべきかについて、分

かりやすく伝える。 

＜福祉課、総務課＞
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【住民接種・特定接種の概要】 

※ 備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であれば、備蓄ワクチンを用いること

になるが、発生した新型インフルエンザ等に対してプレパンデミックワクチンの有効

性が低い場合には、パンデミックワクチンを用いることになる。 

 

 住民接種 特定接種

 根拠 

条項

予防接種法第６条第１項 

（臨時の予防接種）

予防接種法第６条第３項 

（新臨時接種）

特措法第２８条

 一般住民に対する緊急事

態宣言が発令された場合

の新型インフルエンザワ

クチンの接種 

【接種の努力義務を課す

る臨時接種】

一般住民に対する新型 

インフルエンザワクチ

ンの接種 

【接種の努力義務を課さ

ない新臨時接種】

医療の提供、生活

及び経済の安定維

持に寄与する者に

対するプレパンデ

ミックワクチンの

接種

 

実施 

主体
市町村 市町村

国（登録事業者の

業務従事者・国家

公務員）道（道職

員）、市町村（市町

村職員）

 

対象者

住民（医学的ハイリスク 

者、小児、成人・若年者、

高齢者に分類）

住民（同左）

登録事業者の業務

従事者、国家公務

員、地方公務員

 

実施 

時期

緊急事態宣言が発令され

ている場合で、政府対策本

部において必要と認める

とき

緊急事態宣言が発令され

ていない場合で、厚生労

働大臣の指示があったと

き

政府対策本部にお

いて必要と認める

とき（緊急事態宣

言前にも実施）

 

実施 

内容

発生した新型インフルエ

ンザ等の病理性や、住民へ

の健康被害の程度、地域生

活・地域経済に及ぼす長期

的な影響等を考慮し、接種

順位を決定の上、実施

同左

対策実施上の必要

を考慮し、①医療

関係者、②公務

員、③指定（地

方）公共機関等事

業者、④その他事

業者の優先順位を

基本とするが、発

生時には、基本的

対処方針にて決定

する。
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（参考）道が行う施設の使用制限の要請等の対象となる施設（特措法施行令第１１条） 

※３～１４の施設については、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないも

のが対象。 

 

第５章　保健 

第１節　準備期 

 １　目的 

　　感染症有事には、地域における情報収集・分析結果等の情報を共有できるよう、滝川

保健所と連携の基盤作りを行う。 

 

1-1　滝川保健所との連携体制の構築 

有事において、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行

状況、病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊施設で療養する場合には、陽性

 種　別

 １ 学校（第 3 号に掲げるものを除く。）

 

２

保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により

利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期

間の入所の用に供する部分に限る。）

 
３

大学、専修学校（高等課程、専門課程又は一般課程を置く専修学校を除。） 、

各種学校等

 ４ 劇場、観覧場、映画館又は演劇場

 ５ 集会場又は公会堂

 ６ 展示場

 

７

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（食品、医療品、医療機器

その他衛生用品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働

大臣が定めるものの売場を除く。）

 ８ ホテル又は旅館（集会のように供する部分に限る）

 ９ 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

 １０ 博物館、美術館又は図書館

 １１ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

 １２ 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

 １３ 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設

 
１４

飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設（第

１１号に該当するものを除く。）

 

１５

３から１４までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メ

ートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型

インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新

型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による

要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの。
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者への食事の提供等の実施や宿泊施設の確保等が必要となるため、町は、新型インフル

エンザ発生時に備え、平時から滝川保健所との連携を図り、地域全体で感染症危機に備

える体制を構築する。 

＜総務課＞ 

 

第２節　初動期 

　２　目的 

　　初動期は、町民が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進めるこ

とが重要である。また、町民等に対しても、新型インフルエンザ等に位置づけ可能性

がある感染症の町内での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始することに

より、地域の協力を得ながら感染拡大のリスクを低減する。 

2-1　有事体制への移行準備 

町は、滝川保健所が感染症有事体制に移行するにあたっては、道からの要請を受けて

必要な協力を行い、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。 

＜全課局室＞ 

 

第３節　対応期 

　３　目的 

　　新型インフルエンザ等の発生時に、地域の関係機関が連携して感染症危機に対応する

ことで、町民の生命及び健康を保護する。その際、感染症の特徴や病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性）、感染状況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能

となるようにする。 

 

　3-1　有事体制への移行 

町は、滝川保健所が感染症有事体制を確立するにあたっては、道からの要請を受けて

必要な協力を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

3-2.　主な対応業務の実施 

3-2-1　健康観察及び生活支援 

①　町は、道からの要請を受けて、道が実施する健康観察に必要な協力を行う。 

 

②　町は、道からの要請を受けて、道が実施する食事の提供等の当該患者やその濃厚　

接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等

の物品の支給に必要な協力を行う。 

＜福祉課＞ 

 

3-2-2.　情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

町は、道と連携し、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等に関す
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る情報や発生時にとるべき行動など新型インフルエンザ等の対策等について、町民等

の理解を深めるため、町民等に対し、分かりやすく情報提供・共有を行う。情報提供

にあたっては、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不

自由な方など、情報の受け手に応じた適切な配慮をしつつ、道と連携の上、理解しや

すい内容や方法で感染症対策や各種支援策の周知・広報等を行う。 

＜福祉課、総務課＞ 

 

第６章　物資 

第１節　準備期 

 １　目的 

　　感染症対策物資等は、有事に検疫、医療、検査等を円滑に実施するために欠かせない

ものである。そのため、国、道及び市町村は、感染症対策物資等の備蓄の推進等、必要

な準備を適切に行う事により、有事に必要な感染症対策物資等が確保できるようにする。 

 

1-1　感染症対策物資等の備蓄等 

 

①　町は、町行動計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等

対策の実施に必要な感染症対策物資等を備蓄等するとともに、定期的に備蓄状況等

を確認する。 

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

４９条の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。 

 

②　消防機関は、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の搬送従事者のた

めの個人防護具について必要な備蓄を進める。 

＜総務課、奈井江・浦臼消防支署＞ 

 

第２節　初動期 

2-1　感染症対策物資等の備蓄状況等の確認 

町は、準備期に引き続き、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の

実施に必要な感染症対策物資等を確認する。 

＜総務課＞ 

 

第３節　対応期 

3-1　感染症対策物資等の備蓄状況等の確認 

町は、初動期に引き続き、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の

実施に必要な感染症対策物資等を確認する。 

＜総務課＞ 
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第７章　町民生活及び地域経済の安定の確保 

第１節　準備期 

　１　目的 

　　新型インフルエンザ等の発生時には、町民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、新

型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により町

民生活及び地域経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。町は、自ら必要な準備を行

いながら、事業者や町民等に対し、適切な情報提供・共有を行い、必要な準備を行うこ

とを推奨する。また、新型インフルエンザ等対策の実施や自らの事業を継続することに

より、町民生活及び地域経済の安定に寄与するため、業務計画の策定等の必要な準備を

行う。これらの必要な準備を行うことで、新型インフルエンザ等の発生時に町民生活及

び地域経済の安定を確保するための体制及び環境を整備する。 

 

1-1　情報共有体制の整備 

町は、新型インフルエンザ等対策の実施にあたり、関係機関との連携や内部部局間で

の連携のため、必要となる情報共有体制を整備する。 

＜全課局室＞ 

 

1-2　支援の実施に係る仕組みの整備 

町は、国及び道と連携し、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手

続や支援金等の給付・交付等について、DX を推進し、適切な仕組みの整備を行う。そ

の際は、高齢者やデジタル機器に不慣れな方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に網

羅的に情報が届くようにすることに留意する。 

＜全課局室＞ 

 

1-3　物資及び資材の備蓄 

①　町は、町行動計画に基づき、第６章第１節（「物資」における準備期）1-1 で備蓄

する感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等

対策の実施にあたり、必要な食料品や生活必需品等を備蓄する。 

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第４９条の規定による物資及び資

材の備蓄と相互に兼ねることができる。 

＜総務課＞ 

 

②　町は、事業者や町民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消毒

薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨する。 

＜総務課＞ 

 

1-4　生活支援を要する者への支援等の準備 

町は、国からの要請を受けて、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢者、障

がい者等の要配慮者等への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、
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死亡時の対応等について、道と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続を決めて

おく。 

＜福祉課＞ 

 

1-5　火葬体制の構築 

　　町は、地域における火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等について

の把握・検討を行い、火葬又は埋葬を円滑に行うための体制を整備する。 

＜住民課＞ 

 

第２節　初動期 

　２　目的 

町は、国及び道と連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等

を行い、事業者や町民等に、事業継続のための感染症対策等、必要となる可能性のある

準備等を呼びかける。また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、速やかに所要

の対応を行い、町民生活及び地域経済の安定を確保する。 

 

2-1　事業継続に向けた準備等の要請 

町は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染の可能性のある者との接触機会を減

らす観点から、必要に応じて事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、感

染が疑われる症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、オンライン会議等の活用、テ

レワークや時差出勤の推進等の感染拡大防止に必要な対策等の準備をするよう要請す

る。また、町は、事業者に対し、自らの業態を踏まえ、感染拡大防止に必要な対策等の

準備をするよう要請する。町は、事業者や町民への周知など、必要な協力を行う。 

＜全課局室＞ 

 

2-2.　生活関連物資等の安定供給に関する町民等及び事業者への呼び掛け 

町は、町民等に対し、生活関連物資等（食料品や生活必需品その他の町民生活との関

連性が高い物資又は地域経済上重要な物資をいう。以下同じ。）の購入にあたっての消費

者としての適切な行動を呼び掛けるとともに、事業者に対しても、生活関連物資の価格

が高騰しないよう、また買占め及び売惜しみを生じさせないよう要請する。 

町は、事業者や町民への周知など、必要な協力を行う。 

＜産業課＞ 

 

2-3　遺体の火葬・安置 

町は、道を通じての国からの要請を受けて、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が

起こった場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備を行う。

なお、火葬場の火葬能力、稼働状況の把握については、砂川市と情報共有、連携、調整

を行う。 

＜住民課＞
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第３節　対応期 

　３　目的 

町は、国及び道と連携し、準備期での対応を基に、町民生活及び地域経済の安定を確

保するための取組を行う。また、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のま

ん延の防止に関する措置により生じた影響を緩和するため、必要な支援及び対策を行う。 

 

3-1　町民の生活の安定の確保を対象とした対応 

3-1-1　心身への影響に関する施策 

町は、国及び道と連携し、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん

延の防止に関する措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策（自殺対策、

メンタルヘルス対策、孤独・孤立対策、高齢者のフレイル予防、こどもの発達・発育

に関する影響への対応等）を講ずる。 

＜福祉課、教育委員会、総務課＞ 

 

3-1-2.　生活支援を要する者への支援 

町は、国からの要請を受けて、高齢者、障がい者等の要配慮者等に必要な生活支援

（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等を行う。 

＜全課局室＞ 

 

3-1-3　教育及び学びの継続に関する支援 

町は、国及び道と連携し、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限や

その他長期間の学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、こどもの学びの保障や基

本的な生活習慣の維持、こどもの居場所の確保や保護者等への丁寧な説明等の必要な

支援を行う。 

＜教育委員会＞ 

 

3-1-4　生活関連物資等の価格の安定等 

①　町は、国及び道と連携し、町民の生活及び地域経済の安定のために、物価の安定　

及び生活関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価

格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をす

るとともに、必要に応じ、関係業界団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止

等の要請を行う。 

＜産業課＞ 

 

②　町は、国及び道と連携し、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内

容について、町民への迅速かつ適確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、町

民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。 

＜産業課＞ 
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③　町は、国及び道と連携し、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又

は生じるおそれがあるときは、町行動計画に基づき、適切な措置を講ずる。 

＜産業課＞ 

 

④　町は、国及び道と連携し、新型インフルエンザ等緊急事態において、町民生活と

の関連性が高い物資若しくは役務又は住民経済上重要な物資若しくは役務の価格の

高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、生活関連物資等の買占

め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和４８年法律第４８号）、国民生

活安定緊急措置法（昭和４８年法律第１２１号）その他の法令の規定に基づく措置

その他適切な措置を講ずる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜産業課＞ 

 

3-1-5　埋葬・火葬の特例等 

①　町は、道を通じての国からの要請を受けて、火葬場の経営者に可能な限り火葬炉

を稼働させる。 

 

②　町は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が実施で

きるよう努めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安置所と

して準備している場所を活用した遺体の保存を適切に行うものとする。 

＜住民課、総務課＞ 

 

③　町は、道の要請を受けて、区域内で火葬を行うことが困難と判断された場合、近

隣市町村に対して広域火葬の応援・協力を要請する。 

＜住民課＞ 

 

④　町は、道を通じての国からの要請を受けて、死亡者が増加し、火葬能力の限界を

超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確

保する。 

＜住民課、総務課＞ 

 

⑤　あわせて町は、遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保する。 

＜全課局室＞ 

 

⑥　万が一、臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合には、町は、

臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとともに、道から火葬場の火葬

能力について最新の情報を得て、円滑に火葬が行われるよう努める。 

＜住民課、総務課＞ 

 

⑦　新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難
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となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要がある

ときは、厚生労働大臣が定める地域や期間においてはいずれの市町村においても埋

火葬の許可を受けられるとともに、公衆衛生上の危害を防止するために特に緊急の

必要があると認められるときは埋火葬の許可を要しない等の特例が設けられるので、

町は、当該特例に基づき埋火葬に係る手続を行う。 

＜住民課＞ 

 

3-2.　地域経済活動の安定の確保を対象とした対応 

3-2-1　事業者に対する支援 

町は、道と連携し、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防

止に関する措置による事業者の経営及び町民生活への影響を緩和し、町民の生活及び

地域経済の安定を図るため、国が講ずる支援策を踏まえ、当該影響を受けた事業者を

支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を、地域の実情や公平性にも

留意し、効果的に講ずる。 

＜産業課＞ 

 

3-2-2.　町民生活及び地域経済の安定に関する措置 

町は水道事業、水道用水供給事業及び工業用水道事業の構成団体であり、新型イン

フルエンザ等緊急事態において、町行動計画に基づき、水を安定的かつ適切に供給す

るため、西空知水道企業団との調整により必要な措置を講ずる。 

＜建設課＞ 

 

3-3　町民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援 

町は、道と連携し、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフル

エンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた町民生活及び地域経済活動への影

響に対し、国が講ずる支援策を踏まえ、生活基盤が脆弱な者が特に大きな影響を受ける

ことや地域の実情などにも留意しながら、適切な支援を検討する。 

＜産業課＞ 
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＜参考資料１＞ 

【新型インフルエンザ等の基礎知識】 

 

１　新型インフルエンザ等の概要 

（１）　インフルエンザウイルス 

　　インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類

される。人でのパンデミックを引き起こすのは A 型のみである。A 型はさらに、

ウイルスの表面にある赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という２つの糖

蛋白の抗原性の違いにより亜型に分類される（いわゆる A/H1N1、A/H3N2 と

いうのは、これらの亜型を指している。） 

 

（２）　新型インフルエンザ 

新型インフルエンザとは、感染症法第６条第７項において、新たに人から人に伝

染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザであっ

て、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症

の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ

があると認められるものをいうとされている。新型インフルエンザウイルスとは、

特に鳥類にのみ感染していた鳥インフルエンザウイルスが、当初は偶発的に人に感

染していたものが、遺伝子の変異によって、人の体内で増えることができるように

変化し、さらに人から人へと効率よく感染するようになったものである。このウイ

ルスが人に感染して起こる疾患が新型インフルエンザである。 

 

（３）　新型インフルエンザ(A/H1N1)　／　インフルエンザ(H1N1) 2009 

２００９年(平成２１年)４月にメキシコで確認され世界的大流行となった H1N1

亜型のウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。「新型インフルエンザ

(A/H1N1)」との名称が用いられたが、２０１１年(平成２３年)３月に、大部分の

人がそのウイルスに対する免疫を獲得したことから、季節性インフルエンザとして

扱い、その名称については、「インフルエンザ(H1N1)2009」としている。 

 

（４）　鳥インフルエンザ 

一般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザのウ

イルスが人に感染し、人の感染症を引き起こすことがある。元来、鳥の感染症であ

る鳥インフルエンザのウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染するのは、感染し

た鳥又はその死骸やそれらの内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合に限られるとさ

れている。また、人から人への感染は極めて稀であり、家庭内での感染が過去数例

報告されている。 

 

（５）　季節性インフルエンザ 

季節性インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染して起こる病気で、風邪
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よりも、比較的急速に悪寒、高熱、筋肉痛、全身倦怠感を発症させるのが特徴であ

る。我が国では例年 12 月～3 月が流行シーズンである。 

 

表１新型インフルエンザと季節性インフルエンザ 

 

 

（６）　新感染症 

新感染症については、感染症法第６条第９項に規定される未知の感染症であり、

感染力の強さ、感染経路は病原体ごとに異なると考えられる。新感染症の中で、そ

の感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなものが発生し

た場合には、国家の危機管理として対応する必要があり、措置法の対象になる。対

策については、新型インフルエンザ対策の枠組みを参考にしながら行うと考えられ

る。 

 

２　新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違い 

新型インフルエンザの症状は未確認であるが、大部分の人が免疫を持っていないた

め、季節性インフルエンザと比べると爆発的に感染が拡大し、非常に多くの人が罹患

することが想定されている。それと同時に肺炎などの合併症を起こし、死亡する可能

性も季節性インフルエンザよりも高くなる可能性がある。新型インフルエンザと季節

性インフルエンザとの違いについて、現段階で規定される違いを表１に示す。 

 

表１新型インフルエンザと季節性インフルエンザとの違い 

 項目 新型インフルエンザ 季節性インフルエンザ

 発病 急激 急激

 症状 

　（典型例）
未確認（発生後に確定） ３８℃以上の発熱 

咳、くしゃみ等の呼吸器官症

状、頭痛、関節痛、全身倦怠感

等

 潜伏機関 未確認（発生後に確定） ２～５日

 人への感染症 強い あり（風邪より強い）

 発生状況 大流行性／パンデミック 流行性

 致命率※ 未確認（発生後に確定） ０．１％以下
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※致命率＝一定期間における当該疾病による死亡者数／一定期間における当該疾病

の罹患者数×１００ 

 

３　新型インフルエンザ等の感染経路 

（１）　新型インフルエンザの感染経路 

①　季節性インフルエンザの場合、主な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考

えられている。新型インフルエンザについては、必ずしも、感染経路を特定するこ

とはできないが、飛沫感染と接触感染が主な感染経路と推測されている。基本的に

はこの二つの感染経路についての対策を講ずることが必要であると考えられる。 

 

②　また、ウイルスは細菌とは異なり、口腔内の粘膜や結膜などを通じて生体内に入

ることによって、生物の細胞の中でのみ増殖することができる。環境中（机、ドア

ノブ、スイッチなど）では状況によって異なるが、数分前から長くても数時間内に

感染力を失うと考えられている。 

 

（２）　飛沫感染と接触感染について 

　　ア　飛沫感染 

飛沫感染とは感染した人が咳やくしゃみをすることで排泄するウイルスを含む飛

沫（５ミクロン以上の水滴）が飛散し、これを健康な人が鼻や口から吸い込み、ウ

イルスを含んだ飛沫が粘膜に接触することによって感染する経路を指す。 

なお、咳やくしゃみ等の飛沫は、空気中で１～２メ－トル以内しか到達しない。 

 

　　イ　接触感染 

接触感染とは、皮膚と粘膜・創の直接的な接触、あるいは中間物を介する間接的

な接触による感染経路を指す。 

例えば、患者の咳、くしゃみ、鼻水などが付着した手で、机、ドアノブ、スイッ

チなどに触れた後に、その部位を別の人が触れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を

触ることによって、ウイルスが媒介される。 

 

（３）　新感染症の感染経路 

新感染症の感染経路は、病原体ごとに異なるが、主に３つの感染経路が考えら

れ、新型インフルエンザと同様に、飛沫感染と接触感染があるが、他に空気感染も

考えられる。 

 

（参考）　空気感染 

空気感染とは、飛沫の水分が蒸発して乾燥し、さらに小さな粒子(５ミクロン以

下)である飛沫核となって、空気中を漂い、離れた場所にいる人がこれを吸い込む

ことによって感染する経路である。飛沫核は空気中に長時間浮遊するため対策と

しては特殊な換気システム（陰圧室など）やフィルターが必要になる。 
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４　新型インフルエンザ等予防の基本 

（１）　一般的な予防策　　 

新型インフルエンザの感染防止策は、一般の人々が普段生活の中で実施できるものも

多い。有効と考えられる感染防止策としては、以下が挙げられる。 

 

 対　策 概　念

 咳エチケ

ット

風邪などで咳やくしゃみが出る時に、他人にうつさないためのエチケ

ット。感染者がウイルスを含んだ飛沫を排出して周囲の人に感染させな

いように、咳エチケットを徹底することが重要である。 

（方法） 

・咳やくしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を被い、他の人から顔

をそむけ、できる限り１～２メートル以上離れる。ティッシュなどが

ない場合は、口を前腕部（袖口）で抑えて、極力飛沫が拡散しないよ

うにする。前腕部で抑えるのは、他の場所に触れることが少ないた

め、接触感染の機会を低減することができるからである。呼吸器系分

泌物（鼻水・痰など）を含んだティッシュは、すぐにゴミ箱に捨て

る。 

・咳やくしゃみをする際に押さえた手や腕は、その後直ちに洗うべきで　

あるが、接触感染の原因にならないよう、手を洗う前に周囲に触れな

いように注意する。手を洗う場所がないことに備えて、携行できる速

乾性擦式消毒用アルコール製剤を用意しておくことが推奨される。 

・咳をしている人にマスクの着用を積極的に促す。マスクを適切に着用

することによって、飛沫の拡散を防ぐことができる。

 マスク 

着用

患者はマスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。

他者からの感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の

予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関

する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。 

（方法） 

・マスクは表面に病原体が付着する可能性があるため、原則使い捨てと

し（１日１枚程度）、捨てる場所や捨て方にも注意して、他の人が触

れないようにする。 

・新型インフルエンザ発生時に使用する家庭用マスクとしては、不織布

製マスクの使用が推奨されている。 

・不織布製マスクには、製品の呼称として家庭用と医療用（サージカル　

マスク）に分類されるが、新型インフルエンザ流行時の日常生活にお

ける使用においては、家庭用と医療用はほぼ同様に効果があると考え

られる。 

・Ｎ９５マスク（防じんマスクＤＳ２）のような密閉性の高いマスク
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 は、日常生活の着用は想定されてないが、新型インフルエンザの患者

に接する可能性が高い医療従事者等に対して勧められている。これら

のマスクは、正しく着用できない場合は効果が十分に発揮されないた

め、あらかじめ着用の教育・訓練が必要でなる。

 手洗い 外出からの帰宅後、不特定多数の者が触るような場所を触れた後、頻

回に手洗いを実施することで、本人及び周囲への接触感染の予防につな

がる。流水と石鹸による手洗いは、付着したウイルスを除去し、感染リ

スクを下げる。また、６０%～８０％の濃度のアルコール製剤に触れる

ことによって、ウイルスは死滅する。 

（方法） 

・感染者が触れる可能性の高い場所の清掃・消毒や患者が居た場所等の

清掃・消毒をした際、手袋を外した後に手洗い又は手指衛生を実施す

る。 

・手洗いは、流水と石けんを用いて１５秒以上行う事が望ましい。洗っ

た後は水分を十分拭き取ることが重要である。 

速乾性擦式消毒用アルコール製剤（アルコールが６０％～８０％程度

含まれる消毒液）は、アルコールが完全に揮発するまで両手を擦り合

わせる。

 うがい うがいについては、風邪等の上気道感染症の予防への効果があるとす

る報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する科学的根拠は未だ

確立されていない。

 対人距離

の保持

感染者から適切な距離を保つことによって、感染リスクを大幅に低下

させることができる。逆に、人が社会活動を行うことで、感染リスクが

高まると言える。 

（通常、飛沫はある程度の重さがあるため、発した人から１～２メート

ル以内に落下する。つまり２メートル以上離れている場合は感染するリ

スクは低下する）患者の入室制限やマスク着用、障壁の設置等も対人距

離の保持と同様に感染リスクを低下させるためのものであり、状況に応

じて対策を講じることが必要である。 

（方法） 

感染者の２メートル以内に近づかないことが基本となる。

 清掃・消

毒

感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、

机、ドアノブ、スイッチなどを触れると、その場所にウイルスが付着す

る。ウイルスの種類や状態にもよるが、飛沫に含まれるウイルスは、そ

の場所である程度感染力を保ち続けると考えられるが、清掃・消毒を行

うことにより、ウイルスを含む飛沫を除去することができる。 

（方法） 

・通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて、特に机、ドアノブ、スイッ

チ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、ト
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（２）　医療関係者等の特殊な薬剤を行う者の個人防護具について 

新型インフルエンザの感染防止策として、医療関係者等が使用する個人防護具

は、手術用ラテックス製手袋、ゴーグル等がある。これらはいずれも、直接患者に

接触する、又は患者の体液に触れるなど、主に医療現場で使用されるものであり、

通常、家庭や一般の職場での使用は考えにくい。 

 

（３）　新型インフルエンザワクチン 

新型インフルエンザの発症防止や重症化防止に効果が期待できるワクチンとし

て、プレパンデミックワクチン※１とパンデミックワクチン※２がある。 

※１　新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変

異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン(現

在、我が国では H5N1 亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造）。 

※２　新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス

又はこれと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。 

 

 

 イレの流水レバー、便座等人が良く触れるところを拭き取り清掃す

る。頻度については、どの程度、患者が触れる可能性があるかによっ

て検討するが、最低１日１回は行うことが望ましい。 

・発症者の周辺や触れた場所、壁、床などの消毒剤による拭き取り清掃

を行う。その際作業者は、必要に応じて市販の不織布製マスクや手袋

を着用して消毒を行う。作業後は、流水・石鹸又は速乾性擦式消毒用

アルコール製剤により手を洗う。清掃・消毒時に使用した作業服は洗

濯、ブラシ、雑巾は、水で洗い触れないようにする。 

・消毒剤については、インフルエンザウイルスには次亜塩素酸ナトリウ

ム、イソプロパノールや消毒用エタノールなどが有効である。消毒剤

の噴霧は、不完全な消毒、ウイルスの舞い上がりの可能性、消毒実施

者の健康被害につながる危険性もあるため、実施すべきではない。 

（次亜塩素酸ナトリウム） 

次亜塩素酸ナトリウムは、原液を希釈し、０．０２～０．１w/v％(２

００～１，０００ppm)の溶液、例えば塩素系漂白剤等を用いる。消

毒液に浸したタオル、雑巾等による拭き取り消毒を行う、あるいは該

当部分を消毒液に直接浸す。 

（イソプロパノール又は消毒用エタノール） 

７０v/v％イソプロパノール又は消毒用エタノールを十分に浸したタオ

ル、ペーパータオル又は脱脂綿等を用いて拭き取り消毒を行う。

 その他 人混みや繁華街への外出自粛、空調管理（加湿器などの使用）、十分な休

養、バランスの良い食事などが考えられる。
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５　行動計画（特措法）の対象疾病 

 

 感染症類型 性　格 主な疾病

 
一類感染症

罹患した場合の危険性が極め

て高い
エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等

 二類感染症 罹患した場合の危険性が高い 結核、SARS、MERS 等

 
三類感染症

特定職種において集団発生の

恐れ
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等

 四類感染症 動物等を介して人に感染 狂犬病、マラリア、デング熱等

 
五類感染症

危険度は低いが、国民生活に

影響

インフルエンザ、新型コロナウイル

ス感染症(COVID-19)等

 

新型インフ

ルエンザ等

感染症

インフルエンザ又はコロナウ

イルス感染症のうち、国民の

大部分が免疫を獲得しておら

ず、国民に重大な影響を与え

る恐れ

新型インフルエンザ、再興型インフ

ルエンザ、新型コロナウイルス感染

症(COVID-19 除く)、再興型コロナ

ウイルス感染症

 

指定感染症

感染症法に位置づけられてい

ない感染症について、１～３

類感染症等と同等の危険性が

ある場合に、政令で指定（最

長 2 年）

＜過去例＞ 

SARS、鳥インフルエンザ(H5N1・

H7N9)MERS、新型コロナウイルス

感染症(COVID-19)

 

新感染症

人から人に伝染する未知の感

染症であって、危険性が極め

て高く、国民に重大な影響を

与える恐れがある場合に、政

令で指定（最長 2 年）

＜過去例＞ 

SARS
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＜参考資料２＞ 

【新型インフルエンザ等対策特別措置法】 

 

（都道府県行動計画） 

第七条　都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフ

ルエンザ等対策の実施に関する計画（以下「都道府県行動計画」という。）を作成するも

のとする。 

２　都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事

項 

二　都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項 

　　　イ　新型インフルエンザ等の都道府県内における発生の状況、動向及び原因の情報

収集並びに調査 

ロ　新型インフルエンザ等に関する情報の市町村、指定地方公共機関、医療機関、

事業者及び住民への適切な方法による提供 

ハ　感染を防止するための協力の要請その他の新型インフルエンザ等のまん延の防

止に関する措置 

ニ　医療従事者の確保その他の医療の提供体制の確保に関する措置 

ホ　物資の売渡しの要請その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置 

三　市町村及び指定地方公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する市町村行動計画及

び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項 

四　新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項 

五　新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関と

の連携に関する事項 

六　前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策

に関し都道府県知事が必要と認める事項 

３　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症

に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。 

４　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関

係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならな

い。 

５　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、内閣総理大臣に報告しなけれ

ばならない。 

６　内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県行動計画について、必要が

あると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができ

る。 

７　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告

し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知すると

ともに、公表しなければならない。 
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８　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成するため必要があると認めるときは、指定

行政機関の長（当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政

機関。以下同じ。）、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等、指定公共機関、指定

地方公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協

力を求めることができる。 

９　第三項から前項までの規定は、都道府県行動計画の変更について準用する。 

 

（市町村行動計画） 

第八条　市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフル

エンザ等対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を作成するものと

する。 

２　市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項 

二　市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項 

イ　新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提

供 

ロ　住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に

関する措置 

ハ　生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置 

三　新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項 

四　新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関と

の連携に関する事項 

五　前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に

関し市町村長が必要と認める事項 

３　市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係があ

る事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。 

４　市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければなら

ない。 

５　都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必要があ

ると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

６　市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告すると

ともに、公表しなければならない。 

７　前条第三項及び第八項の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。 

８　第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。 

 

（訓練） 

第十二条　指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又

は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、

新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合
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においては、災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練との有機的な連携が図られる

よう配慮するものとする。 

２　都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認め

るときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路

の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することが

できる。 

３　指定行政機関の長等は、第一項の訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある

公私の団体に協力を要請することができる。 

 

（新型インフルエンザ等緊急事態宣言等） 

第三十二条　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ

急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあ

るものとして政令で定める要件に該当する事態（以下「新型インフルエンザ等緊急事態」

という。）が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び

次に掲げる事項の公示（第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等

緊急事態宣言」という。）をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 

一　新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 

二　新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域 

三　新型インフルエンザ等緊急事態の概要 

２　前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。 

３　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経

済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域

を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変

更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。 

４　前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。 

５　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエン

ザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフ

ルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をい

う。）をし、及び国会に報告するものとする。 

６　政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、

第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフル

エンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。 

 

（市町村対策本部の設置及び所掌事務） 

第三十四条　新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行

動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 

２　市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエン

ザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。 
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（市町村対策本部の組織） 

第三十五条　市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。 

２　市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。 

一　副市町村長 

二　市町村教育委員会の教育長 

三　当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かな

い市町村にあっては、消防団長） 

四　前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者 

３　市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。 

４　市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該市町村の職員

以外の者を市町村対策本部の会議に出席させることができる。 

 

（市町村対策本部長の権限） 

第三十六条　市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事

態措置を適確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施す

る当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行

うことができる。 

２　市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、

都道府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等

緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、

都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければな

らない。 

３　市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、

指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関す

る第二十四条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。 

４　市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道

府県対策本部長に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の

実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

５　市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該

総合調整の関係機関に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措

置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。 

６　市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型

インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ず

るよう求めることができる。 

７　市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を

適確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、

当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要

請をすることができる。 
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＜附属資料＞ 

【用　語　解　説】 

※アイウエオ順 

 

◯　アウトブレイクサーベイランス 

地域や医療機関でのアウトブレイク（発熱と上気道症状、あるいは肺炎を罹患、そ

れによる死亡など、類似の症状を呈する３人以上の患者が存在し、同居者などの疫学

的なリンクがある場合やそのうちの１人が医療従事者である場合）などの集団感染の

発生を検知するシステムのこと。 

 

◯　インフルエンザ 

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症で、原因となっているウイ

ルスの抗原性の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類されます。ウイルスの表面に

ある赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）という２つの糖蛋白も抗原性の違

いにより亜型に分類されます。（いわゆる A／ソ連型（H1N1）、A／香港型（H3N2）

というのは、これらの亜型を指します。） 

 

◯　ウイルス学的サーベイランス 

流行している新型インフルエンザウイルスの抗原性、抗インフエンザウイルス薬への

感受性を調べ、ワクチンの効果や治療法の評価、あるいはそれらの変更の根拠とするた

めのシステムのこと。 

 

◯　感染症サーベイランスシステム（NESID） 

感染症法では、感染症の発生を迅速に把握することによって、感染症の予防と拡大防

止、そして国民に正確な情報を提供することを目的として、日常的に感染症の発生動向

を監視しています。これは感染症を診断した医療機関からの発生報告を基本としてお

り、これらの発生報告を一元的に効率よく収集解析するために、地方自治体と国の行政

機関を結ぶネットワーク又はインターネットをベースにした電子的システム（感染症サ

ーベイランスシステム（NESID））が構築されています。 

 

◯　感染症指定医療機関 

感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感

染症指定医療機関及び結核指定医療機関のことです。 

 

＊特定感染症指定医療機関：新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症もし

くは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させ

る医療機関として厚生労働大臣が指定した病院 
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　＊第一種感染症指定医療機関：一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染

症の者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が

指定した病院 

 

　＊第二種感染症指定医療機関：二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の者の入院

を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病

院 

＊結核指定医療期間：結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府

県知事が指定した病院もしくは診療所（これらに準ずるものとし

て政令で定めるものを含む。）又は薬局。 

 

◯　抗インフルエンザウイルス薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害する事によって、インフルエンザの症

状を軽減する薬剤です。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイルス薬の一つ

であり、ウイルスの増殖を抑える効果があります。 

 

◯　個人防護具（Personal　Protective　Equipment：PPE） 

マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放射性物

質、その他の危険有害要因との接触による障害から個人を守るために作成・考案された

防護具のことです。特に病原体の場合は、その感染を防御することが目的であり、感染

経路や用途（スクリーニング、診察、調査、侵襲的処置等）に応じて適切な PPE を考案

準備する必要があります。 

 

◯　サーベイランス 

見張り、監視制度という意味です。特に、感染症に関しては、感染症法に基づき、感

染症の発生状況（患者及び病原体）の把握及び分析が行われています。 

 

◯　重点区域 

特措法第３１条の６第１項の規定に基づき、国がまん延防止等重点措置を実施すべき

区域として公示した区域。 

 

◯　新興感染症 

かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地的あるいは国際的に、

公衆衛生上問題となる感染症。 

 

◯　特定接種 

特措法第２８条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確

保するため、国が緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種のこと。 

 



- 61 - 

◯　トリアージ 

災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、適切な搬送、治療等を行うため

に、傷病の緊急度や程度に応じて優先順位をつけること。 

 

◯　発熱外来 

新型インフルエンザに係る診療を効率化し、混乱を最小限にするために設置される外

来専門の医療施設のことです。第三段階の感染拡大期までの発熱外来は、新型インフル

エンザの患者とそれ以外の疾患の患者とを振り分けることで両者の接触を最小限にし、

感染拡大の防止を図ることを目的としています。第三段階のまん延期以降における発熱

外来は、感染防止策を徹底した上、新型インフルエンザの患者の外来集中に対応する事

に加え、軽傷者と重傷者のトリアージにより入院治療の必要性を判断する事を目的とし

ている。 

 

◯　パルスオキシメーター 

皮膚を通した光の吸収値で酸素飽和度を測定する医療機器 

 

◯　パンデミック 

感染症の世界的大流行という意味です。特に新型インフルエンザのパンデミックは、

近年これが人の世界に存在しなかったためにほとんどの人が免疫を持たず、人から人へ

効率よく感染する能力を得て、世界中で大きな流行を起こすことが懸念されている。 

 

◯　パンデミックワクチン 

新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス又はこ

れと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチンのことです。 

 

◯　フレイル 

身体性脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性等の多面的な問題を抱え

やすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。 

 

◯　プレパンデミックワクチン 

将来パンデミックを生じるおそれが高くあらかじめワクチンを備蓄しておくことが望

まれるウイルス株を用いて開発・製造するワクチン。 

新型インフルエンザのプレパンデミックワクチンについては、新型インフルエンザが

発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する可能性の高い鳥インフル

エンザウイルスを基に製造されるワクチン。 

 

◯　薬剤感受性 

感染症の治療に有効な抗微生物薬に対する感受性（有効性又は抵抗性）をいう。 
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◯　リスクコミュニケーション 

我々を取り巻くリスクに関する情報を、行政、住民などの関係主体間で共有し、相

互に情報伝達を行い、意思疎通を図ることをいう。 

 

◯　ワンヘルス・アプローチ 

人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携し

てその解決に向けて取り込むこと。 

 

◯　PCR（Polymerase　Chain　Reaction：ポリメラーゼ連鎖反応） 

ＤＮＡを、その複製に関与する酵素であるポリメラーゼやプライマーを用いて大量

に増幅させる方法です。ごく微量のＤＮＡであっても検出が可能なため、病原体の検

出検査に汎用されています。インフルエンザウイルス検出の場合は、同ウイルスがＲ

ＮＡウイルスであるため、逆転写酵素（Reverse　Transcriptase）を用いてＤＮＡ

に変換した後にＰＣＲを行うＲＴ－ＰＣＲが実施されている。


